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令和７年第１回姫路市議会定例会（未定稿） 

令和７年２月２８日（金） 

◯市民クラブ代表 駒田かすみ議員（登壇） 

 市民クラブの駒田かすみです。 

 市民クラブを代表し、通告に基づき10項目について質問

いたします。 

 第1項目として、市長の所信表明で示されたＬＩＦＥに

関わる4つのメインテーマについて伺います。 

 「活力」ある姫路を創造する市政、「命」をたいせつに

する市政、「くらし」を豊かにする市政、「一生」に寄り

添う市政の実現に向けた各施策についてお尋ねします。 

 最初に、「活力」ある姫路を創造する市政についてです。 

 1つ目の施策である未来を拓く「ひとづくり改革」では、

新たな少子化対策として卵子凍結費用の助成が予定され

ています。対象は、採卵実施日時点で18歳以上39歳以下の

将来の妊娠・出産を希望する女性で、1回限り上限40万円

を最大25人に助成するとのことです。 

この制度について、ニーズやこれまでの卵子凍結の実績

をどのように把握したのか、また、プレコンセプションケ

アの推進策としてどのように周知を行う予定か、お聞かせ

ください。 

 次に、育児用品ギフト事業について伺います。 

 乳児家庭全戸訪問事業の際に、おむつなどの育児用品を

選べるギフトカードを進呈するとのことですが、配布予定

数は3,600枚となっています。 

 少子化対策として実施するのであれば、今後の出生数に

ついて姫路市として期待する数を踏まえて計上すべきで

はないでしょうか、ご所見をお聞かせください。 

 2つ目に、生活の質を高める「デジタル改革」の一環と

して、デジタル技術を活用した市民サービス向上のため、

ＬＩＮＥ公式アカウントの活用が掲げられています。その

現状について伺います。 

 昨年の代表質問でも確認したとおり、令和5年末時点で4

万6,199件のひめじプラスダウンロード数に対し、本年1

月14日時点のＬＩＮＥ公式アカウント登録者数は3万

6,634人と、前年1月20日時点の7,915人から約2万8,000人

増加しました。 

 しかし、サービス終了後のひめじプラスから全員が移行

したわけではないと推察されます。現在もひめじプラスで

は、令和6年度中分についてはごみカレンダーの確認が可

能であり、日常的に利用していた市民はまだ不便を感じて

いないことから、移行できていない可能性があります。 

 広報ひめじの2024年6月号では、ひめじプラスから公式

ＬＩＮＥへの機能移行が告知されましたが、サービス終了

時の9月号では市公式ウェブサイトのリニューアルや高齢

者向けＤＸ関連の取組が掲載されている一方、ひめじプラ

スの終了や公式ＬＩＮＥへの移行についての記載はあり

ませんでした。ＤＸ関連の情報を掲載する際には、移行促

進のためにも、関連内容を同時に掲載するなど各部署の連

携が必要ではないでしょうか。 

 また、昨年8月に開始された公式ＬＩＮＥを通じた通

報・報告についても、8月の広報ひめじには掲載されず、

市民への周知が十分ではなかったと考えます。実際、12

月末までの通報件数は、道路の不具合29件、公園の不具合

3件、下水道の不具合1件のみでした。 

 10月に友人から道路関係の相談を受けた際、公式ＬＩＮ

Ｅの通報機能を紹介すると、「そんな便利な機能があると

は知らなかった。」との反応があり、その後活用されまし

た。10月の通報件数は11件で最多となっており、ＤＸの推

進が十分に周知されなければ活用されず、宝の持ち腐れに

なっているのではないかと懸念します。 

 そこで、姫路市のＡＩチャットボットを活用し、公式Ｌ

ＩＮＥの機能を案内する仕組みを設けることや、保存版の

広報ひめじとして本市のＤＸ施策をまとめた資料を配布

するなど、市民が便利に活用できるよう周知する必要があ

ると考えます。ご所見をお聞かせください。 

 3つ目の成長を促す「グリーン改革」の一環として、ゼ

ロカーボンシティの推進についてお伺いします。 

 今回、市民の脱炭素化を促進するため、住宅用宅配ボッ

クス設置支援が新たに導入され、補助率2分の1、上限2万

円、250件分の予算が計上されています。申請手続の具体

的な流れについてはどのように考えておられますか。 

 また、宅配ボックスの必要性がある方は仕事などで日常

的に忙しく、紙ベースでの申請が難しい場合も想定されま

すが、オンライン手続の導入は予定されているのでしょう

か。 

 次に、森林環境譲与税を活用した森林環境整備について

伺います。 

 市民参加型の里山林整備活動に対し、対象経費の2分の1、

上限25万円の助成が3地区で予定されていますが、市内で

里山林の整備を行っている地域はどの程度あるのでしょ

うか。 
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 また、公共インフラ施設周辺の森林整備促進については

2地区が対象となっていますが、助成を超える費用は所有

者負担で間違いないのでしょうか。 

 整備されていない森林は、所有者にとっていわゆる負動

産、負の動産となっているケースも多いと考えられますが、

災害時の安全確保に向けた所有者の理解を得るため、どの

ような手法を検討しているのかお答えください。 

 4つ目の、にぎわいを創出する「まちづくり改革」につ

いてお伺いします。 

 「住んでみたい」、「住み戻りたい」、「住み続けたい」

と思えるまちを目指し、若者や外国人、企業を引きつける

施策を展開する中で、本市は令和6年度より移住・定住促

進策としてグリーンファミリー制度を導入しましたが、こ

れまでの成果についてどう評価していますか。 

 また、空き家に関しては、特に昨年4月の相続登記義務

化を受け、本市でも空き家の登記や所有者特定が進み、放

置空き家の減少につながることが期待されます。 

 そこで、義務化後の影響について伺うとともに、姫路市

の空き家バンクやグリーンファミリー制度の効果、さらに

親族の空き家を活用する場合の結婚時補助制度について、

市の見解をお聞かせください。 

 まず、市内の老朽空き家の登記状況に変化はあったので

しょうか。最新のデータを踏まえてご説明ください。 

 また、相続登記義務化により所有者不明の空き家の減少

や適正管理が促進されることが期待されますが、これから

の空き家対策にどのような影響を及ぼすと考えられます

か。加えて、義務化は空き地にも適用されますが、今後、

相続登記や空き地・空き家管理に関する相談体制をどのよ

うに強化する予定でしょうか。終活支援事業との連携を含

め、市の方針をお聞かせください。 

 次に、空き家バンクについて伺います。 

 本市では利用促進のため登録謝礼金制度を導入しまし

たが、その効果をどのように評価していますか。 

 また、グリーンファミリー制度導入後、空き家バンクの

成約率や利用者数に変化はありましたでしょうか。 

 さらに、令和7年度には、若者世帯ＵＪＩターン補助金

メニューを拡充し、空き家バンク登録物件の取得費用につ

いても新たに助成することとしていますが、この拡充によ

り期待される効果についてもお聞かせください。 

 グリーンファミリー制度では、若者世帯の郊外部への移

住を支援する総合的な取組として空き家バンクの活用を

推進しています。 

 今後、少子化対策と空き家活用を両立させるには、Ｕタ

ーン希望者や2親等以内の親族所有の空き家活用を促進す

る施策が有効と考えます。 

 例えば美作市では、3親等以内の親族が所有する家屋の

継承・改修に対する補助制度を設け、空き家の利活用を支

援しています。 

 本市には結婚新生活支援補助金制度があり、新婚世帯が

住宅を取得・改修する際や、賃貸物件を借りる際の費用を

補助しています。 

 しかし、この制度では売主や賃貸人、転居時の運送業者

が2親等以内の親族である場合、補助対象外となります。 

 郊外部では、特に亡くなった親族の空き家について、「思

い出があり処分できない。」、「知らない人に貸すのに抵

抗がある。」といった声もあります。そのため、孫夫婦が

住みたいと考えた場合でも、2親等以内の制限により活用

が妨げられるケースが想定されます。 

 今後も空き家の増加が予想される中、Ｕターン希望者や

2親等以内の親族による空き家活用を促進することで、若

年層の定住を後押しするべきではないでしょうか。 

 結婚時の補助制度に親族の空き家活用を組み込むこと

で、相続後の空き家の利活用が進むと考えますが、市の方

針をお聞かせください。 

 次に、メインテーマの第2である「命」をたいせつにす

る市政についてお伺いします。 

 今回新たに仙台防災枠組2015－2030に沿い、これまでの

取組を分析・評価した報告書をまとめ、防災・減災対策の

強化に活用するとのことです。仙台防災枠組では、優先す

べき4つの行動として、1、災害リスクの理解と共有、2、

リスク管理の強化、3、防災・減災への投資によるレジリ

エンス向上、4、災害に備え、復興時にビルド・バック・

ベター（より良い復興）を実現することが示されています。 

 災害リスクの理解と共有にはハザードマップが不可欠

です。 

 しかし、昨年第1回定例会でも質問したように、姫路市

では液状化に関するハザードマップが作成されていませ

ん。沿岸部など、液状化の危険性が高い地域では避難経路

として利用可能な道路等を明示する必要があると考えま

す。 

 また、今後該当地域に新たに住宅を建築する際、地盤改

良工事等を含めた補助制度を検討すべきではないでしょ
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うか、市のご見解をお聞かせください。 

 次に、災害時のトイレ対策について伺います。 

 トイレトレーラー5台の導入と身体障害者用組立式仮設

トイレ49基の増設が予定されていますが、トイレトレーラ

ーは災害時のみの利用を想定しているのでしょうか。 

 本市だけでなく他自治体への派遣も視野に入れた運用

とのことですが、平時の大規模イベント等で活用し、市民

へ衛生的な使い方を含めて周知を図ることも有効ではな

いでしょうか。ご所見をお聞かせください。 

 また、避難所のＤＸ推進について、市民クラブとして平

時からのボランティア受入れやニーズ把握を含めた取組

を求めてきました。 

 本市では令和8年度導入予定の被災者支援システムでマ

イナンバーカードを活用した避難所入退管理を行い、避難

者名簿と被災者台帳をひもづけることで、罹災証明書の迅

速な発行や支援制度申請の効率化を図るとしています。マ

イナンバーカードの活用には、救急車での使用と同様に、

保険証機能と連携した服薬情報の確認なども含まれるの

でしょうか。 

 また、市外からのボランティア受入れについて、マイナ

ンバーカードに限定せず、スマートフォン等で受付可能な

システムを導入すればより円滑な運営が可能になると考

えますが、市の見解をお聞かせください。 

 さらに、福祉医療の資格確認のためマイナンバーカード

対応のシステム改修を行うとのことですが、カードの持ち

歩きに抵抗を感じる方もおられます。マイナンバーカード

のスマートフォン搭載が進められていますが、福祉医療分

野でも対応可能になるのでしょうか。 

 デジタル庁では、マイナンバーカードとスマートフォン

は1対1の対応とされていますが、保険証機能を含め、こど

も医療費助成等の資格確認にはカード提示が必要になる

と考えられます。運用に関する注意点についてお聞かせく

ださい。 

 メインテーマの第3である「くらし」を豊かにする市政

についてお伺いします。 

 新たな文化芸術事業の創出として1,800万円の予算が計

上され、文化芸術の担い手を育成し、市民文化のさらなる

醸成を図るため、「ふれる」、「つくる」、「つなぐ」を

コンセプトに様々な事業を展開するとされています。これ

らの事業の主体はどのように考えられているのかお聞か

せください。 

 また、市民文化祭が2023年度で終了する一方、新たな文

化芸術事業として鍵盤ハーモニカの合奏、ＰＲ動画プロジ

ェクト、新たな音楽イベントの開催が計画されています。

これらは音楽を中心としたものなのか、それとも他の文化

芸術分野も含むのか、具体的な事業内容について詳細をお

聞かせください。 

 最後に、メインテーマの第4である「一生」に寄り添う

市政についてお伺いします。 

 市役所職員の意欲・能力向上に向けた取組として、本庁

舎内保育施設の整備、タレントマネジメントシステムの導

入、市役所開庁時間の変更といった働き方改革が掲げられ

ています。 

 庁舎内保育施設については令和8年4月開園予定とのこ

とですが、現時点での保育体制や対象年齢、受入可能な子

どもの人数についてお聞かせください。 

 私自身、保育施設併設の病院に勤務した経験があり、職

場と保育施設の連携による柔軟な勤務の利点を実感して

きましたが、運用に当たってその保育施設が認可保育園、

認定こども園、企業型保育園のいずれになるのかは職員に

とって重要な要素と考えます。今後の整備スケジュールや

運用計画についてお聞かせください。 

 また、姫路市でも育児休業を取得する男性職員は増加傾

向にあるものの、令和6年1月末時点では取得日数が若干減

少しているとのことでした。現在の推移をどのように分析

していますか。 

 連合兵庫の政策目標でも「誰もが働きやすい環境の整

備」、「仕事と生活の調和」が重視されており、地方自治

体の積極的な取組が求められています。育児休業に限らず、

介護休暇や育児短時間勤務制度など、多様な支援策の活用

状況についてもお聞かせください。 

 特に男性の育児休業取得時には、夫による子どもの世話

が期待できないばかりか、夫の世話までが必要となるケー

スも考えられ、育児休業がかえって負担となる場合もある

ことから、家庭のニーズに合った支援策が求められます。 

 その中で、保育園の送迎を考慮した短時間勤務のほうが

適している場合もあり、各家庭のニーズを的確に把握する

ことがワーク・ライフ・バランスの推進につながります。

その点で、今回導入されるタレントマネジメントシステム

には大きな期待を寄せています。 

 本市はこのシステムの導入によりどのような効果を見

込んでいるのか。また、今後の運用方針や体制整備のスケ
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ジュールについてお聞かせください。 

 「姫路で暮らしてよかった。」と市民に思っていただけ

るまちを築くため、市長と議会が車の両輪として方向性を

確認し、よりよい姫路の実現に向けて是々非々の立場で議

論を深めていきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 第2項目として令和7年度予算についてお伺いします。 

 新年度予算案では、一般会計の規模が過去最大の2,582

億円となり、2月補正を含めると2,623億8,000万円となり

ます。 

 歳入では、市税が56億円増加するだけでなく、国庫支出

金が33億4,000万円、市債が109億9,000万円増加。 

 歳出では、人件費が22億9,000万円、扶助費が65億円増

え、経常経費の増額は計90億3,000万円、投資的経費は130

億7,000万円増加しています。 

 一方、各種基金は前年比86億6,000万円減少し、市債は

113億8,000万円の増加により、市民1人当たりの基金残高

と市債残高の差引きでは、約4万円の負債増となる見込み

です。 

 市税収入は国の施策に左右されますが、仮に103万円の

壁が引き上げられれば住民税収入の減少が見込まれ、国の

財政支援が不可欠となる一方で、自主財源はさらに減少す

るおそれがあります。 

 そのため、市税以外の自主財源確保が重要な課題となり

ますが、本市では今後どのような施策を検討されています

か。 

 今回、公共料金の見直しや新設による一般会計への歳入

増加額は4億5,599万5,000円と試算されています。 

 しかし、今後は歳入増だけでなく歳出削減の取組も必要

です。人口減少時代に対応しつつ市民サービスを維持する

ため、姫路市が保有する土地については不要であれば売却

や賃貸を行い、借地については可能な限り購入するなど、

不要な歳出を削減することが喫緊の課題です。 

 そこでお伺いします。 

 例えば、旧市場跡地に関して令和5年度の年間借地料1

億3,602万円が支出されていますが、今後、新市立高校用

地として市が購入を申し出ても売却に応じない場合には、

土地収用法に基づく手続の検討が必要と考えますが、対象

となる土地の有無についてもお答えください。 

 次に、姫路城の入城料改定についてお伺いします。 

 姫路市民は据え置き、市外の方は2,500円、18歳未満は

無料とする改定案が示されており、年間影響額は1億8,483

万8,000円と試算されています。 

これは令和8年3月の改定によるものと考えられますが、

その試算根拠及び令和8年度以降の年間影響額のシミュレ

ーションについてお聞かせください。 

 また、改定後の運用に関して、入城者が姫路市民か市外

の観光客か、18歳以上か未満かをどのように確認するのか、

また混雑解消を含めたオペレーションの計画についても

ご教示ください。 

 令和5年度の入城者147万9,000人のうち、外国人は45万

人を超えました。関西万博に伴い訪れた外国人観光客が、

入城料改定後にリピーターとなるのか、それとも万博時の

みの一過性の増加にとどまるのかは、入城にかかる利便性

も重要な要因となります。 

 そのため、入城時のオペレーションについて改めてお伺

いします。 

 最後に、昨年10月に郵便料金が値上げされましたが、昨

年も代表質問で取り上げた通知文書等のデジタル化につ

いて、現場の進捗状況をお聞かせください。 

 昨年度のご答弁では、「郵送事務については、職員が適

正かつ最も安価な配送方法を選択し、真に必要な郵便物の

み発送するよう職員研修や庁内周知を通じて啓発を行い、

郵便物の定期的な抜き取り確認などを実施し、今後も経費

削減に取り組む。」とありましたが、その実施状況はいか

がでしょうか。 

 また、消防出初式での出欠登録のように、返信用はがき

を同封せずＱＲコードで登録を求める方式であれば、出欠

管理のデータ化が進み、職員の業務負担軽減につながりま

す。 

 もちろん、デジタル・ディバイド対策としてＱＲコード

を利用できない方への対応は必要ですが、返信はがきの必

要性は低いと考えます。本市の見解をお聞かせください。 

 第3項目として、本市の教育行政についてお伺いします。 

 今回、久保田教育長の主導で、「姫路の学びが、変わる」

を本格始動させ、学びの環境や支援体制が変わることとな

りました。 

 また、姫路市教育大綱も改定され、市の教育の在り方が

大きな変革期を迎えています。 

 こうした中、教職ＯＢからは学校という組織が年度単位

で運営されていることから、一般企業のように年度をまた

いだＰＤＣＡサイクルが欠けているのではないかという
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指摘の声もあります。これを踏まえ、今後の方向性や現場

の意見の聴取方法について、教育委員会の見解をお伺いし

ます。 

 まず1点目に「姫路の学びが、変わる」に関連して、久

保田教育長は就任時に、「定時勤務を心がけ、子育てと仕

事を両立させたい。子どもの前で先生が100％の状態でい

られる環境を整える。」との意気込みを語られました。 

 この1年で現場を確認し、2024年12月にはクラウドファ

ンディングによる子どもの学校改革応援プロジェクトを

立ち上げ、2月12日には目標金額を達成しました。 

 来年度の拡大に向けて、姫路市全校からアイデア募集を

行うとのことですが、空き教室のリノベーションに選ばれ

る学校の基準についてお聞かせください。 

 また、小中一貫教育から、幼稚園から高校までつながる

学びへ発展させるとのことですが、幼稚園から市立高校ま

でどのような形で学びをつないでいくのかをご教示くだ

さい。 

 小中高の教員に対する探究学習研修や伴走型支援の実

施に向けた人材確保の見通しについてもお聞かせくださ

い。 

 次に、テクノロジーを活用し、誰もがわくわくする学び

を目指して、中学校でメタバース型学習プラットフォーム

を導入予定との方針ですが、フリースクール等に通う市内

の小中学校に在学扱いとなっていない子どもの中には、1

人1台の端末が貸与されていない子どももいる状況です。

その場合のメタバース型プラットフォームへのアクセス

について、どのように考えているのでしょうか。 

 また、フリースクール等への利用料助成を開始するとの

ことですが、不登校問題や心の健康観察事業との関わりを

考慮し、全ての子どもにタブレット端末を貸与し、メタバ

ース型プラットフォームへのアクセスを提供する必要が

あるのではないかと考えます。ご所見をお聞かせください。 

 2点目として、今回改定される第3期教育振興基本計画及

び姫路市教育大綱に関して、12月から1月にかけて実施さ

れたパブリック・コメントの状況についてお伺いします。 

 それぞれのパブリック・コメントの件数及び内容につい

てお示しください。 

 さらに、同時期に行われた姫路市こども計画「ひめじ こ

ども・若者みらいプラン（仮称）」（中間取りまとめ）と

の関連性についてお示しください。 

 また、来年度以降の教育振興基本計画に基づく学校運営

等について、以下の内容に関する具体的な方針をお伺いし

ます。 

 まず、働きがいのある学校園づくりの推進に関して、教

職員が児童生徒等とじっくり向き合う時間を確保すると

のことですが、4月1日時点での教職員数を確認したところ、

令和2年度は5人、3年度は13人、4年度は7人、5年度は16

人、6年度は18人と、年度初めに欠員が発生しています。

さらに、産休・育休等は年間で約50人とのことです。ＩＣ

Ｔ活用による校務や業務の効率化、データ共有の推進だけ

ではこの状況をカバーするのは難しいのではないかと考

えます。 

 また、中央教育審議会で次期学習指導要領の改訂が検討

されており、その中では小中学校の1コマ当たりの授業時

間を5分短縮することも想定されています。 

教育長も前向きな姿勢を示しておられますが、教えるべ

き内容が減らないまま時間が短縮されることで、教員の負

担増や学力低下につながるのではないかとの指摘もあり

ます。この点について、授業の在り方や運用についての考

え方をお聞かせください。 

 特に学校においては、チーム担任制や教科担任制の導入

による負担軽減が必要ではないかと考えますが、ご所見を

お聞かせください。 

 さらに、令和8年度から姫路市立高等学校が新設され、

姫路高校、琴丘高校、飾磨高校の新規募集が停止されます。

新設校の運営にも教職員が必要ですが、市立高校全体では

1学年の教員数が減少する形となります。 

 このような状況で、市立高校の教員のうち中学校教諭と

して活躍できる人材を姫路市として優先的に採用するこ

とはできないでしょうか。 

 また、県立高校の再編により高校教諭の定数が最終的に

減少することを踏まえ、中学校教諭として活躍できる人材

の確保も重要ではないかと考えますが、ご所見をお聞かせ

ください。 

 次に、いじめへの対応について、本市の状況をお伺いし

ます。 

 学校サポート・スクラムチームの現在のいじめ問題への

関わり方や進級時の被害者・加害者双方への指導状況の共

有に問題はないのでしょうか。 

 仄聞するところによりますと、進級時にいじめに関連す

る児童生徒の情報が次の校長や担任教諭に正確に伝達さ

れず、問題が発生した事例もあるとのことです。特に注意
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が必要な児童生徒の情報に関する担任間の引継ぎについ

て、今後の方針をお聞かせください。 

 また、いじめの再発防止に向けたチェックシート等、具

体的な対策があればご教示ください。 

 次に、いじめでは済まされない性被害として、神奈川県

茅ヶ崎市の市立小学校で2年生の女児が6年生の男子児童

に性的被害を受け、その後の学校行事で加害児童と被害児

童が鉢合わせるなど、配慮に欠ける対応が二次被害に発展

したという報道事例があります。 

 専門家は、「学校現場が被害者保護だけでなく、加害者

指導にも責任を持たなければ再犯するおそれがある。」と

指摘しています。 

 このような事例に対して、尼崎市教育委員会では性暴力

被害者支援センター・ひょうごのホットラインに基づき危

機対応手引きを公開しています。こちらです。 

 本市でも、いじめ類型としてだけでなく、「性暴力は犯

罪である。」という認識に基づき、みらいえと協力して対

応マニュアルを作成すべきではないかと思いますが、ご所

見をお聞かせください。 

 次に、部活動の地域展開、姫路市中学生スポーツ・文化

芸術活動（新たな地域クラブ活動「姫カツ」）推進計画に

ついてお伺いします。 

 姫カツについては、令和7年度に改革推進機関として休

日部活動地域展開を進め、令和8年度9月以降は休日の学校

部活動を、令和10年度10月以降は平日、休日全ての学校部

活動を地域展開する方針が示されています。 

 また、姫カツ実施団体の認定要件が示され、統括団体と

して姫カツ運営事務局が設置されるとのことですが、指導

者の要件についての考え方をお聞かせください。 

 現在、ＰｏｌｉＰｏｌｉ Ｇｏｖが導入され、中学生の

新たなスポーツ・文化芸術活動「姫カツ」に期待すること

をテーマに意見募集が行われています。 

 市民クラブでは、1月に沖縄県糸満市でのブカツ・サポ

ート・コンソーシアムの実証事業と沖縄県での連携協定に

関しての視察を行い、7市町における主な取組として、企

業版ふるさと納税の活用、地域クラブ活動の要件明確化、

スポーツ少年団等の活動調査、学校施設利用時のルールづ

くり、受益者負担を含めた財源確保、ＩＣＴを活用したオ

ンライン部活動、多様なニーズに対応した取組、公務員、

教職員の兼職兼業体制整備等が行われていることを確認

しました。 

 教職員の働き方改革の一環としても、部活動に生きがい

を感じる教職員については、地域展開後に姫カツで指導し、

兼職兼業を認めるだけでなく正当な対価を支払う環境づ

くりが急務であると思われますが、姫路市としての対応に

ついてお聞かせください。 

 また、ブカツ・サポート・コンソーシアムはスポーツデ

ータバンク、三井住友海上、日本郵政の3社で設立され、

プロジェクトの全体管理やＪＳＰＯ公認スポーツコーチ

ングリーダー養成講座の受講や資格取得プログラムの推

進により、日本郵政職員の指導者としての兼業推奨、リス

ク対策ｅラーニングや、活動中のけがや賠償責任を補償す

るスポーツ安全保険の加入促進など、トータルで部活動の

地域展開をバックアップされています。 

 姫路市においても、姫カツ推進のために、スポーツコー

チングリーダー養成講座の受講や資格取得等の指導者要

件を明確化することが重要です。運営事務局が指定する研

修内容についてはどのように検討されていますか。 

 また、姫カツ導入時に学校現場が混乱しないよう、ブカ

ツ・サポート・コンソーシアム等を導入することも検討し

てはいかがでしょうか。方針についてお聞かせください。 

 3点目として、医療的ケア児への支援体制の整備につい

てお伺いします。 

 今回、医療的ケア児等コーディネーターによる相談体制

の整備と保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関

が連携するための協議の場設置に201万3,000円の予算が

設定されています。新たに設置されるコーディネーターの

果たす役割についてご教示ください。 

 また、これまでにも書写養護学校ＰＴＡやマザーリーフ

の皆様から給食の二次調理に関する要望が寄せられてお

り、令和4年第1回定例会での八木隆次郎議員への答弁とし

て、当時の西田教育長から、「医療的ケア児への支援とし

て看護師を派遣する予定でございますが、巡回訪問の形態

を取りますので、学校には常駐いたしません。また、給食

に係る業務の対応は行わないこととしております。地域の

小中学校等の現状としましては、二次調理の実施に必要な

調理員の体制及び衛生的な調理場所が確保されておらず、

また、個人に応じた食材の選定や調理方法の慎重な検討も

必要でございますので、特別支援学校のような二次調理を

地域の小中学校等において実施することは困難であると

考えております。」とのご答弁がありました。 

 このことについて、今後も二次調理実施に関する方針に
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変更はないのでしょうか。 

 本市の一部の学校で二次調理を開始するという情報も

仄聞しており、市民クラブとしては地域のインクルーシブ

教育の観点からも給食の二次調理について推進を要望し

ているところではありますが、実際に二次調理を行うに当

たっては、必要な調理員の体制及び衛生的な調理場所の確

保や、個人に応じた食材の選定や調理方法の慎重な検討等、

西田前教育長の掲げられた課題への対応状況を客観的に

クリアした上での実施が必要と思われます。 

 医療的ケアが必要な児童生徒が安心して給食を喫食す

るためにも、今後実際に導入を予定されているのであれば、

その実施に当たっての要項や人員体制を含めて、二次調理

の運用に関する体制整備の状況についてお聞かせくださ

い。 

 第4項目として、各種計画の見直しに関連する事項につ

いてお伺いします。 

 まず、姫路市人権教育及び啓発実施計画についてですが、

今回の改定ではＳＮＳ上のトラブルや第三者による性的

指向等のアウティング、インターネットでの人権侵害や性

的マイノリティへの対策強化が求められています。 

 昨年5月17日、情報流通プラットフォーム対処法、情プ

ラ法が1年以内に施行されることが公布され、その改正に

伴う省令案およびガイドライン案が12月19日に公表され

ました。 

 また、2月18日の衆議院総務委員会において、村上誠一

郎総務大臣は、ネット上の誹謗中傷について民主主義の危

機と表現し、「誹謗中傷等の違法有害情報の流通は深刻で、

被害者からは投稿削除に関する相談が多く寄せられてい

る。」と述べ、「表現の自由は保障されるべきだが、人を

傷つける誹謗中傷は許されない。」と答弁されました。 

 本市でのモニタリングでは個人への誹謗中傷等は対象

外でしたが、今後、情プラ法施行に伴い、市民を守るため

に専門性を高め、具体的な相談窓口や体制整備が必要とな

ります。通報窓口対応のスピード向上策としてＡＩを活用

したモニタリングや通報システム導入が考えられますが、

今後の対応についてお答えください。 

 また、被害者支援のため、専門窓口設置や法律相談の拡

充について具体的な計画はありますか。 

 プラットフォーム事業者と連携して、地域レベルで違

法・有害情報削減に取り組む計画があるかもお聞きします。 

 次に、ＳＮＳ上でのデマや誹謗中傷に対する本市の考え

についてお伺いします。 

 昨年3月末以降、兵庫県内で文書問題に関連して事実と

異なると思われる情報の拡散による混乱が生じています。

これは本市でも発生する可能性があり、誤解を招き、市政

への信頼を損ない、関係者に精神的・社会的被害をもたら

す危険性があります。こうした問題に対処するために活用

できる法制度や具体的な対応策をお伺いします。 

 まず、ＳＮＳ上のデマ・誹謗中傷への法的対応について

ですが、悪質なデマや誹謗中傷が拡散された場合、被害者

が発信者情報の開示請求を行うことが可能です。市として、

職員が被害を受けた際に法的措置の支援を行う考えはあ

りますか。 

 また、市や市職員に対する虚偽情報や誹謗中傷が拡散さ

れた場合、刑事告訴も含めた対応を検討すべきではないか

と思いますが、市の方針についてお聞きします。 

 次に、迅速な情報発信と国のファクトチェック状況につ

いてどのように考えていますか。 

 総務省の調査によれば、日本のファクトチェックの認知

度は50.6％と低く、専門機関も少ない状況です。誤情報が

拡散する前に正しい情報を発信することが重要ですが、チ

ェック体制と情報発信についてのご見解をお聞かせくだ

さい。 

 最後に、市民のＳＮＳリテラシー向上策についてお伺い

します。 

 総務省が1月に官民連携で立ち上げたＤＥＧＩＴＡＬ 

ＰＯＳＩＴＩＶＥ ＡＣＴＩＯＮプロジェクトのように、

本市でもリテラシー向上のためにどのような取組を予定

しているのか具体的にお答えください。 

 デマやフェイクニュース拡散防止のため、市民向けの正

確な情報見極め講座やキャンペーンが必要だと考えます

が、人権啓発計画に基づく対策をお聞かせください。 

 学校教育でも、ＳＮＳ利用が広がる中、メディアリテラ

シー教育を強化することが有効だと思いますが、今後の方

針についてお聞かせください。 

 続いて、公共施設等総合管理計画についてお伺いします。 

現在の計画は令和 7年度までとなっており、来年度には

次期計画が策定されるものと思われます。 

これまでに公共施設カルテが作成され、箱物と言われる

施設の状況は把握されていますが、利用されていない設備

や大型の備品については、他施設での利用希望があるもの

の指定管理契約等で活用できない場合もあると伺ってい
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ます。 

今後、施設カルテに記載されていない設備や大型備品に

ついて、計画の見直しで把握し、例えば 3年以上利用され

ていない設備・備品は他の施設に変更し、活用を図るべき

ではないかと考えます。 

公共施設等総合管理計画の見直しに当たり、施設だけで

なく設備や大型備品の取扱いについても運用指針を明確

化することについてご所見をお聞かせください 

第 5項目として、姫路市のＩＣＴを活用した高齢者福祉

の充実とデジタル・ディバイド対策について、また、付随

するポイント制度やプレミアム商品券の在り方について

お伺いします。 

デジタル・ディバイド対策として、これまでスマホサロ

ンやスマホ教室、スマホよろず相談、コールセンター設置

などが行われてきましたが、昨年秋にはデジタル体験イベ

ントが開催され、その中にはｅスポーツ体験も含まれてい

たと記憶しています。実際の参加人数についてどのように

分析しておられますか。 

昨年、市民クラブでｅスポーツについて視察を行った際、

太鼓ゲーム等について若者から高齢者までオンライン・オ

フライン問わず誰でも参加できる共通性やコミュニケー

ションの場があり、手指の運動や認知症防止にも期待でき

る可能性を感じました。 

また、公民館で太鼓ゲーム等のｅスポーツ大会を開催す

ることで、地域の子どもから高齢者まで垣根を越えて楽し

め、孤立防止や居場所づくりにもつながると考えます。 

公民館でのデジタル・ディバイド対策の一環として、ｅ

スポーツの導入についてご意見をお聞かせください。 

次に、ひめじポイントとデジタル・ディバイド対策とし

てのひめさんポについてお伺いします。 

姫路市では高齢者向けにスマホサロン、スマホ教室、ス

マホよろず相談、コールセンターを通じてデジタル機器の

使い方を伝えており、また、スマートフォン購入助成とし

てひめさんポが付与されています。 

ひめさんポはフレイル予防アプリを使って健康ポイン

トを付与し、最終的にはＰａｙＰａｙポイント等に交換し、

健康と社会参加による生きがいづくりを目指しています。 

また、ひめパスアプリでは介護支援ボランティアポイン

トや通いの場参加ポイントが付与されます。 

ひめじポイントとひめさんポの 2 つのポイント制度の

すみ分けについてはどうなっていますか。基本的に対象者

が異なるとはいえ、通いの場参加ポイントを申請した方に

混乱は生じなかったのか、また、今後の方針についてお聞

かせください。 

さらに、今年度発行のしらさぎペイの状況について、世

代別の申込状況をこれまでの傾向と比較したグラフを作

成したところ、20 代～60 代ではデジタルでの申込傾向に

大きな変化はありませんでしたが、70 代以上では大きな

増加が見られ、デジタル・ディバイド対策が一定程度功を

奏していることがわかりました。 

しかし、紙媒体でのしらさぎ商品券申込数を含めた比較

では、特に 70 代以上と 15 歳以下の割合が減少しており、

公平性に疑問を感じています。特に 15歳以下については、

アプリ上での申込方法はどうなっていたのでしょうか。 

今後、ひめっこ手帳による子育てサポートを推進するの

であれば、ひめっこ手帳からしらさぎペイやプレミアム商

品券等に申込みできる仕組みの導入が必要ではないかと

考えます。デジタル改革の進捗とともにデジタル・ディバ

イド対策についてのご所見をお聞かせください。 

第 6項目として、各種施設のライトアップについてお伺

いします。 

現在、姫路城やアクリエひめじなどの施設で社会的課題

の認知向上を目的としたアウェアネスカラーライトアッ

プが行われています。 

姫路城に関しては、ＬＥＤ化により彩雲ライトアップな

どの特別バージョンを、以前のように特別な設備なしで実

施できるようになっています。 

このアウェアネスカラーライトアップは公益性や公共

性等があることを踏まえ、行政機関が申請主体の場合のみ

許可されています。令和 5 年度には 12 回、令和 6年度は

12月末までに 14回実施されています。 

アウェアネスカラーライトアップの運用状況について、

企画時に公共団体との連携はどのように行われているの

でしょうか。 

例えば、本市の姉妹都市である松本市では、11月 25日

に松本ゾンタクラブの協賛により、女性と女児への暴力の

根絶を願う「ＺＯＮＴＡ ＳＡＹＳ ＮＯ！」活動の一環

として、松本城をオレンジ色にライトアップしました。 

現在のアウェアネスカラーライトアップは啓発活動と

して重要ですが、その際啓発を求める公共的団体や協賛企

業から寄附や協賛金を受け入れる仕組みを導入すること

も必要ではないでしょうか。特に、協力したい団体や企業
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との連携を考慮し、少額でも寄附を受け付ける制度があっ

てもよいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

例えば、寄附や協賛に応じてライトアップ関連資料や本

市のホームページ、ＳＮＳに協賛団体を紹介するインセン

ティブを提供することで、本市と啓発団体双方にとってＷ

ｉｎ－Ｗｉｎの関係が築けると考えます。 

これまでのアウェアネスカラーライトアップで寄附や

協賛金を受け入れた事例があれば、その際の手続などにつ

いてご教示ください。 

また、今後、アウェアネスカラーライトアップを希望す

る公共的団体が新たに啓発活動を行う場合、寄附や協賛に

関するガイドラインを作成し、透明性を確保した公平な選

定を行う必要があると考えます。本市として持続可能な仕

組みを導入することについてのご所見をお聞かせくださ

い。 

第 7項目として、本市の救急搬送の状況や事故防止につ

いてお伺いします。 

姫路市の救急出場件数は年々増加しており、令和 6年中

の出場件数は 3万 5,278件に達しました。しかし、その約

40％、1万 1,720人が軽症患者であり、実際には救急搬送

が不要なケースが多いことがわかります。 

この状況を改善するため、市では♯7119 の活用を呼び

かけていますが、依然として適正利用が進んでいないのが

現状です。 

全国では、救急車の不要不急な利用に関するガイドライ

ンの作成や、搬送後に不要不急と判断された場合の費用請

求を行う事例もあります。 

本市として今後の対応策について、マイナンバーカード

の保険証としての活用を含めてお伺いします。 

まず、本市の傷病程度別搬送人員の推移についてグラフ

を作成しました。これを見ると、重症、重篤、死亡の搬送

人数は増加傾向にはなく、全体に占める割合は 6％台から

5％以下へと減少しています。 

しかし、軽症患者は依然として 40％以上を占めており、

市としてどのような課題認識を持っているかお聞きしま

す。また、これまでの♯7119 の周知・利用状況について

の取組内容についてもご教示ください。 

次に、不要不急な救急利用に関する全国の事例と姫路市

の対応策についてお伺いします。 

全国では、救急車の不要不急な利用を抑制するためにガ

イドラインを作成している事例があります。 

本市でも全国版救急受診ガイド「Ｑ助」を導入していま

すが、周知が不足しているのではないでしょうか。実際の

救急時に目に付くように、冷蔵庫など目立つ場所に貼るシ

ールを配布するなどの対策が必要と考えます。今後の周知

に向けた取組予定についてお聞かせください。 

また、搬送後に病院で不要不急と判断された場合、医療

機関が保険適用外の選定療養費として費用請求を行う仕

組みを導入している自治体もありますが、姫路市でもこの

制度の導入を検討してはいかがでしょうか。 

実際には救急車が必要でない場合でも待たずに受診で

きるという理由で不適切に要請される事例もあると仄聞

していますので、救急現場でのリソース適正配分を考慮し、

不要不急な救急車の利用を抑制することが重要と考えま

す。姫路市としての対応についてお伺いします。 

次に、救急搬送の減少に資する内容として、交通事故の

発生状況についてもお伺いします。 

本市では、2 月 6 日から 15 日まで交通死亡事故多発注

意報が発令されていましたが、事故の第一当事者、つまり

過失が重い、または同程度の過失の場合の人身損傷程度が

軽い人に注目した兵庫県内の状況を、令和 4 年と令和 5

年の比較グラフで示しました。 

自動車、自動二輪、原動機付き自転車においては 64 歳

以下で減少していますが、65 歳以上では事故件数が増加

しています。自転車の第一当事者件数は 64 歳以下で増加

し、65 歳以上は減少しています。歩行者については件数

が少なく、参考には限界がありますが、高齢者の自転車事

故で第一当事者の減少はヘルメット購入助成などによる

安全意識の向上が影響していると考えられます。 

逆に、15 歳以下の自転車事故第一当事者の増加は、そ

もそも中学生まではこれまでも通学等でヘルメットの着

用が求められていたこと、さらには令和 5年度のヘルメッ

ト購入助成が 65歳以上と 16～18歳という高校生世代に限

定されていたことから、車両という認識が更新されていな

かったことに起因するのではないかと考えます。 

事故防止の観点、特にヘルメット着用が致命傷リスクを

大幅に低減させることから、重症化防止のためにも市民へ

の啓発活動を強化する必要があると考えます。本市の今後

の方針についてお伺いします。 

また、姫路市立高校の新設に際して、自転車通学する生

徒に対しヘルメット着用を義務化することも検討すべき

ではないでしょうか。 
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中学校では既に義務化されており、高校生にも同様の安

全対策を適用することで生徒の安全を守り、改正道路交通

法施行に合わせた交通ルール遵守の意識を高めることが

できます。ご所見をお聞かせください。 

第 8項目として、(仮称)姫路市動物保健センターの移転

整備計画についてお伺いします。 

保健所の大規模改修に合わせて保健所地下への移転が

検討されていましたが、改修工事の入札が 2回連続で不調

となり、当初の計画どおりには進捗していません。 

午前中のご答弁で市川美化センター南側での整備とい

うお話がありましたが、再整備のスケジュールについて早

急な対応が求められています。 

また、市民クラブでは再整備スケジュールに合わせた悠

長な形ではなく、別途、動物愛護を実現するための基金設

立や条例制定などソフト面での対策についても求めてき

ました。特にソフト面での対応については、(仮称)姫路市

動物保健センター完成までに開始していただきたいと考

えています。 

そこで、現状を踏まえ、以下の点について市の見解をお

聞かせください。 

改修工事の入札不調により当初の計画が遅延している

とのことですが、現在の進捗状況と今後の対応策について

お聞かせください。 

また、着工の遅れにより市川美化センターからの移転も

遅れる形となりますが、その間に（仮称）姫路市動物保健

センターに求められる機能や市民の声をどのように受け

止め、ニーズを反映させた情報提供や意見収集を行う予定

かについてお聞かせください。 

さらに、動物愛護を実現するための基金設立や条例制定、

ペットと防災に関する情報発信などソフト面での対応に

ついての現状と今後の方針をお聞かせください。 

市民や動物愛護に携わる関係者が利用しやすい施設を

整備するため、透明性の高い情報提供と市民参加のプロセ

スを重視した対応をお願いします。 

第 9項目として、姫路市の鳥獣害対策の強化についてお

伺いします。 

本市では、現在、田畑の周辺に防護柵を設置するなどの

対策が行われています。しかし、イノシシやシカ、猿が柵

を跳び越えたりネットを破ったりする事例が報告され、被

害抑制につながらないケースもあります。また、川沿いを

移動することで従来の対策が機能しにくい状況も見受け

られます。 

これらの課題に対処するためには、地域全体で一体的な

防護柵を設置しスマート技術を活用するなど、より効果的

な対策を講じる必要があると考えます。姫路市としての今

後の方針について伺います。 

まずは、現在市内の農地や集落周辺に設置されている防

護柵やネットの効果について、市の評価をお聞かせくださ

い。柵を跳び越えたり、破ったりする鳥獣による被害が確

認されていますが、これに対してどのような追加対策が考

えられるのでしょうか。 

また、川沿いを移動する鳥獣による被害が、堤防の存在

により防護柵設置エリアが途切れてしまうことが原因で

発生していることについて、市としてどのような対策が考

えられるでしょうか。 

また、現在田畑ごとに個別に設置されている防護柵では

効果が限定的であるため、地域単位で一体的な防護柵を設

置することを検討すべきではないかと思いますが、ご見解

をお聞かせください。 

実際、他自治体では地域全体で統一した防護柵を設置す

ることで、鳥獣の侵入を効果的に防ぐ仕組みが行われてい

ます。姫路市でもモデル地区を設定し、導入することを検

討すべきではないでしょうか。 

さらに、地域一体でスマート技術を活用した鳥獣害対策

の導入も必要ではないかと考えます。 

近隣の相生市では、鳥獣被害のマップ化や捕獲確認アプ

リなど、クラウド技術やＩｏＴを活用した対策が導入され

ています。 

姫路市としても、スマート技術を活用した効果的な対策

として、出没検知センサーによるリアルタイム監視、ＡＩ

を活用した被害予測、わなや捕獲装置の遠隔操作システム

等を導入し対策に活用してはいかがでしょうか。姫路市と

しての導入の可能性について見解をお聞かせください。 

鳥獣害対策は農業振興や地域の安全確保に直結する重

要な課題です。現在の田畑周辺の対策では十分に被害を防

げない事例が増えていることを踏まえ、地域一体型の防護

柵の設置やスマート技術の導入を積極的に進めるべきと

考えます。 

市として、今後の鳥獣害対策の方向性について具体的な

方針をお示しください。 

第 10 項目として、姫路市における組織の在り方につい

てお伺いします。 
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1点目は、特別職の公益通報制度の現状と今後の方針に

ついてお伺いいたします。 

公益通報制度については、令和 3年第 4回定例会でも質

問を行い、その際には「階層別研修、ポスターの掲示等に

より周知を図っているところでございますが、公益通報は

市職員だけではなく、指定管理者や市の業務の受託者など

も可能であることや、通報は職員倫理課長のほか、市の顧

問弁護士にも行うことができることなど、十分に認識をさ

れていない点もあると思われることから、職員倫理週間等

の取組を通じて、制度全体のさらなる周知・徹底に努めて

まいります。」との答弁をいただきました。 

しかし、市長をはじめとする特別職に関する通報には別

途配慮が必要ではないでしょうか。実際に、兵庫県では特

別職に関する公益通報制度の課題が明らかになり、県外部

の公益通報窓口を設置するなど、第三者機関による通報処

理をするための制度改正をしております。 

これを踏まえ、姫路市における特別職に対する公益通報

制度の現状について、市の見解を伺います。 

本市では、平成 18 年 4 月に公益通報者保護法施行を受

け、姫路市職員等の公益通報に関する要綱を制定し、適宜

改正を行っています。この要綱に基づき、市長、副市長、

教育長などの特別職の行為に関する通報はどのように取

り扱われているのか、具体的な処理体制をお聞かせくださ

い。 

また、特別職に関する公益通報に対し、現在の通報処理

体制で適切に対応できると考えているのか、市の見解を伺

います。 

さらに、今国会に提出が予定されている公益通報者保護

法の改正を見据えた今後の方針についてお伺いします。 

現在、消費者庁では公益通報を行った人に対する報復を

目的とした解雇や懲役処分から通報者を守る目的で新た

に罰則規定を設ける改正を予定していますが、市の公益通

報制度への影響についてどのように認識しているのかお

聞かせください。 

併せて、国の法改正の動きを踏まえて、市の公益通報制

度をどのように見直し特別職に関する通報処理体制を強

化する予定があるのか、具体的な方針をお示しください。 

兵庫県の事例を他山の石とし、姫路市における特別職の

公益通報制度の現状と課題を明らかにし、国の法改正を見

据えた適切な対応を検討することが重要です。市民の信頼

を確保するため、透明性と公正性の高い通報処理体制の構

築に向けた市の具体的な取組をお聞かせください。 

2点目に、本市の内部統制の見直し状況についてもお伺

いします。 

姫路市では令和 2年度から内部統制制度を導入し、令和

7年度で 5年目を迎えます。この間、総務省から地方公共

団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラインの改

定が行われました。これを踏まえ、本市の内部統制の見直

し状況についてお伺いします。 

また、内部統制制度の導入により、業務の適正性や効率

性の向上、不正防止などの効果が期待されていますが、こ

れまでの効果についてどのように評価しているのかご見

解をお聞かせください。 

さらに、内部統制評価報告書の審査結果に基づき、どの

ような改善策を講じているのか具体的な取組状況をお知

らせください。 

最後に、今後の内部統制の強化、改善に向けた計画や方

針について、市の方針をお示しください。 

以上、市長のふるさと・ひめじを未来へ引き継ぐための

バックキャスティングな思考を反映し、不退転の決意に応

えるご答弁を期待して、第 1問を終了いたします。 

◯宮下和也議長 

 清元市長。 

◯清元秀泰市長（登壇） 

 駒田議員のご質問中、姫路市としての組織体制について

お答えいたします。 

 まず、1点目の特別職に関する公益通報制度の在り方に

ついてでありますが、私をはじめとする特別職に対する公

益通報は、姫路市職員等の公益通報に関する要綱に基づき、

一般職に対する公益通報と区別なく、副市長を委員長とし

た公益通報委員会で処理することとしております。 

公益通報者保護法に基づく指針では、組織の長や幹部職

員に関する通報処理に対し、独立性を確保する措置を取る

必要があると示されていることから、特別職においては、

本市の公益通報委員会の委員に、職員以外の利害関係のな

い弁護士等の外部の委員を任ずることとしており、外部の

委員によるモニタリングを受けながら公益通報処理を行

うことで、当該委員会が特別職からの影響力に対し独立し

た体制を確保することができ、適切な対応が取れるものと

考えております。 

 なお、公益通報に関する要綱制定後、現時点において、

これまで特別職に対する公益通報はございません。 
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 また、現在、国において検討されている公益通報者保護

法の改正につきましては、現行制度に比べ、より厳格な運

用と一層の通報者の保護が求められるものとなると想定

しており、国の動向を注視しながら本市制度への影響を検

討しているところです。 

次に、このたびの兵庫県の文書問題を受けた対応につい

てでありますが、今後、特別職に対する公益通報処理に対

し、これまで以上に透明性や中立性、公平性を問われるこ

とが見込まれることから、現在新たな取組として、外部の

有識者で構成する審査会の設置や事務処理基準としての

要綱を私が職員に対してその所掌事務について発する命

令である訓令へ変更いたします。 

 2点目の内部統制の見直し状況についてでありますが、

制度の導入効果としましては、各所属において財務事務に

関するリスクについての情報共有が進んだこと、重要性の

高いリスクから優先して対策を行ったことで業務の適正

性と効率性が向上したこと、また、監査委員から評価報告

に関する意見をいただき取組を進めたことにより、リスク

管理体制が改善・強化されたことなどが挙げられます。 

令和6年3月には国のガイドラインが改定され、不正リス

クに係る評価と不正を未然に防ぐ取組の検討が追加され

ており、本市ではこれを受け、改めて契約事務の適正化に

重点を置き、軽工事等の実施に係るガイドライン等を活用

してリスクの洗い出しを行うとともに、必要な対策を講じ

ております。 

 また、内部統制評価報告書の審査意見で示された市長の

事務部局以外の行政委員会等においても、市長の下で内部

統制制度に取り組むことが効果的であるとの意見を踏ま

え、令和6年度からは、上下水道局、消防局及び教育委員

会事務局においても内部統制制度に取り組んでおります。 

 一方で、各所属間でリスクの重要度評価に差が生じてい

ることが課題と認識しており、今後、具体的かつ各所属に

共通したリスク事例の提示などを通じて、重要度を判断す

る際の目安や考え方を共有することにより、評価の一貫

性・統一性を高めてまいります。 

 公益通報制度や内部統制制度の適正な運用を通じて、今

後とも市民の皆様から信頼される行政運営に努めてまい

ります。 

 以上でございます。 

◯宮下和也議長 

 山田副市長。 

◯山田基靖副市長（登壇） 

議員ご質問中、私からは7項目めの1点目、救急車の適正

利用についてお答えいたします。 

議員お示しのとおり、令和6年中の救急出場件数は3万

5,278件で、前年と比べ936件増加し、3年連続で過去最多

を更新しております。また、1日の平均出場件数は96.4件、

約15分に1回の頻度で出場しておりました。 

傷病程度別の割合では中等症が約55％と最も多く、次い

で軽症が約40％となっております。傷病程度で軽症に分類

されるケースにつきましては、救急搬送後に医師が入院不

要と判断したもので、搬送により治療が必要なものが多く

含まれております。 

一方で、緊急性の低い救急要請も散見され、救急搬送の

本来の目的である緊急性の高い方の迅速な搬送に影響を

及ぼす可能性があるため、救急車の適正利用は喫緊の課題

であると認識しております。 

救急安心センターひめじ♯7119の令和6年1月15日から

令和7年1月末までの利用件数は2万85件でございます。 

市民への周知の取組といたしましては、これまでホーム

ページへの掲載に加えまして、広報ひめじや医療機関での

ポスターの掲示、市公式ユーチューブの活用、救急車の後

部への掲示などに取り組んでまいりました。また、昨年12

月から市公式ＬＩＮＥからも♯7119のホームページにア

クセスしやすくするなど、利便性の向上にも取り組んでお

ります。 

今後、令和7年度に兵庫県による♯7119の全県展開が予

定されておりますことから、県と連携してさらなる市民啓

発を実施してまいりたいと考えております。 

全国版救急受診ガイド「Ｑ助」につきましては、本市ホ

ームページや公式ＬＩＮＥのトップページに掲載してお

ります。 

救急車の適正利用を推進していく観点から、救急車が必

要か否か判断に迷うときは、♯7119やＱ助等を積極的に利

用し、受診の判断に役立てていただきたいと考えておりま

す。 

このような事業の周知方法につきましては、ＳＮＳへの

動画投稿や広報紙への掲載など、複数の手段を組み合わせ

た取組が重要であると認識しており、今後、他都市の事例

も参考にしながら、様々な機会を捉え、より多くの市民の

皆様に周知を図ってまいります。 

 次に、救急搬送後に医療機関で不要不急と判断された場
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合に、医療機関が選定療養費を請求する仕組みを導入して

はどうかとのご提案でございますが、この取組は救急搬送

の適正化を目的に茨城県や三重県松阪市で導入されてい

るものでございます。 

しかしながら、軽症患者の救急搬送について選定療養費

を徴収することについては賛否両論があり、医療機関との

調整や市民の皆様の理解などが必要であると考えており

ます。 

今後、市内医療機関からの要望や他都市の状況も踏まえ、

本取組を含めた救急車の適正利用について調査・研究して

まいります。 

 また、マイナ保険証を活用した救急業務、いわゆるマイ

ナ救急の実証事業につきましても引き続き参画するとと

もに、限られた人材と救急資源を最大限に活用し、さらに

迅速な搬送に取り組み、市民の安全安心の確保に努めてま

いります。 

以上でございます。 

◯宮下和也議長 

峯野健康福祉局長。 

◯峯野仁志健康福祉局長（登壇） 

私からは、1項目めの1点目のア及び2点目、3項目めの3

点目並びに5項目めのうちそれぞれ健康福祉局所管部分と

8項目めについてお答えいたします。 

 まず、1項目めの1点目のアのうち、卵子凍結費用の助成

制度についてでございますが、助成件数につきましては、

制度創設に当たり実施いたしました先行自治体や医療機

関への聞き取り等により、ニーズや実績を把握し、25件と

したものでございます。また、現在、事業開始に向け、実

施が可能な市内医療機関と協議を行い、制度設計を進めて

いるところでございます。 

 この事業を通じ、プレコンセプションケアの考え方をよ

り一層推進することのみならず、妊娠や出産によりキャリ

アを諦めることなく、ライフプランの選択肢の1つとして

認識していただけるよう啓発することが最も重要である

と考えております。 

 特に、主な対象と考えております働く女性に対し、制度

の概要だけでなく、卵子凍結に関する正しい情報が行き届

くよう、企業や団体等を通じた周知を行うことも検討して

まいります。 

 次に、2点目ののうち、マイナンバーカードを活用した

福祉医療の資格確認についてでございます。 

 地方単独医療費助成、いわゆる福祉医療費助成の資格確

認機能がスマートフォンに搭載されるか否かにつきまし

ては現時点では未定ではございますが、今後拡充された場

合におきましても、1台のスマートフォンに登録できるの

は1枚のマイナンバーカード情報とされているため、保護

者のスマートフォンに子どものマイナンバーカード情報

を搭載することはできません。 

また、15歳未満及び成年被後見者については、スマート

フォン用・電子証明書を原則利用できないといった制約が

ございます。 

 そのため、将来的には運用変更の可能性もありますが、

現在のところ、受診の際は子どものマイナンバーカードを

提示していただくことになろうかと考えております。 

 次に、3項目めの3点目のうち、医療的ケア児への支援体

制の整備についてでございます。 

 医療的ケア児等コーディネーターは、保健、医療、福祉

等に関する必要なサービスを総合的に調整し、医療的ケア

児等とその家族に対して適時適切にご提案するとともに、

教育や子育て等を含めた関係機関につなぐ役割を担うこ

とが期待されております。 

 具体的な例といたしましては、医療的ケア児等が病院を

退院する際、コーディネーターを中心に、退院後の生活に

必要な支援内容を関係機関で情報共有しつつ対応するこ

とにより、切れ目のない支援を提供できることが挙げられ

ます。 

 今後、姫路市地域自立支援協議会からいただいたご意見

等を踏まえ、令和7年度中の体制整備に向け、準備を進め

てまいります。 

 次に、5項目めでございます。 

 まず、デジタル体験イベントについてでございますが、

昨年11月25日に総合福祉会館において、高齢者のデジタ

ル・ディバイド対策事業の普及啓発を目的に、高齢者が気

軽に楽しみながらスマートフォンの活用方法やｅスポー

ツ体験などデジタルに慣れ親しんでいただけるイベント

を開催したところ、スマホ活用体験やスマホ相談なども含

めて、延べ100名の方に参加していただきました。 

 参加者からは、「楽しかった。」、「役に立った。」など好

評いただき、「身近な地域でも開催してほしい。」、「高齢者

だけでなく全年代が参加できるようにしてほしい。」など

のご要望がありました。 

 また、運営ボランティアとして参加していただいた10
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名の大学生からは、「普段関わることが少ない世代と交流

できた。」、「高齢者と同じ目線で楽しめた。」などの感想を

いただき、結果的に多世代交流の場になるなど、十分な成

果があったと分析をしております。 

 次に、公民館でのｅスポーツの導入についてでございま

すが、ｅスポーツはフレイル予防や認知症予防の効果を期

待できることから、今回のイベント実施結果を踏まえ、他

都市の事例等も参考にしながら、来年度からの試行実施に

向けて、公民館を所管する市民局と連携して計画を進めて

まいります。 

 次に、ひめじポイントとひめさんポの2つのポイント制

度のすみ分けでございます。 

 ひめじポイントにつきましては、ひめパスアプリを使用

し、通いの場であるいきいき百歳体操への参加や介護支援

ボランティア活動などの実績に応じて、ポイントを付与し

ております。 

 また、ひめさんポにつきましては、フレイル予防アプリ

を使用し、歩数や脳トレ回数等の目標達成に応じてポイン

トを付与しております。 

 このうち、ひめじポイントの交換手続につきましては、

今年度4月から9月にかけてサポート会を開催し、操作の支

援を行ってまいりましたが、高齢者の皆様には難しい面も

ございますので、令和7年度から簡単に操作ができるひめ

さんポへの移行を予定しております。 

 現在、ひめパスアプリからフレイル予防アプリへの移行

に向けたユーザー情報のひもづけ登録を進めております

が、新旧両方のアプリを操作する必要があるため、高齢者

からは「操作方法が分かりにくい。」など不安の声を伺っ

ております。 

 そのため、デジタル・ディバイド対策事業として開設し

ておりますスマホサロンやスマホ教室などを活用し、登録

手続の支援を行っているところでございます。 

 今後も、高齢者に寄り添ったデジタル・ディバイド対策

を推進するとともに、デジタルを活用した介護予防やフレ

イル予防の取組を強化してまいります。 

 次に、8項目めの（仮称）姫路市動物保健センターにつ

いてでございます。 

 動物管理センターにつきましては、保健所の大規模改修

工事に合わせ、同施設の地下に移転整備する予定でござい

ましたが、整備方針を見直し、市川美化センター南側隣接

地の市川ふれあい緑地に新設することといたしました。 

 整備スケジュールといたしましては、令和7年度に基本

設計、令和8年度に実施設計、令和9年度に建築工事に着手

し、令和10年度中に供用を開始したいと考えております。 

 新施設に求められる機能や市民の声を基本設計に反映

させるため、令和7年度から動物愛護推進員や保護活動家

等、各分野の専門家を集めたワーキンググループを立ち上

げ、ご意見を伺ってまいります。 

 次に、基金の造成につきましては、他都市の状況を調査

したところ、安定的な資金調達及び継続的な動物愛護事業

の実施に若干の不安要素が見られるため、本市の現状に則

した基金設立の在り方について、引き続き調査研究を進め

てまいります。 

 次に、条例の制定についてでございますが、兵庫県には

動物の愛護及び管理に関する条例があり、これに基づく兵

庫県動物愛護管理推進計画に本市も参画して運用してい

るため、本市独自の条例制定については現段階では考えて

ございません。 

 最後に、ペットと防災に関する情報発信につきましては、

防災士や動物愛護推進員の協力を得て講習会やイベント

を開催し、必要な備蓄品や心構えについて啓発を実施して

おります。 

 令和6年度は、動物愛護フェスティバルでのペット防災

啓発ブースの設置、兵庫県安全の日イベントでのペット防

災啓発ブース設置とステージでの講習、兵庫県と共催した

ペットの防災セミナーの開催などを実施いたしました。 

 今後も、関係機関や動物愛護推進員と連携して、有益な

情報を発信してまいります。  

 以上でございます。 

◯宮下和也議長 

松本こども未来局長。 

◯松本 浩こども未来局長（登壇） 

 私からは、1項目めの1点目のア及びエのうち、こども未

来局所管部分についてお答え申し上げます。 

 まず、育児用品ギフト事業についてでございますが、こ

れは新たな命の誕生を祝福し、経済的支援と子育て情報の

発信を目的として、生後4か月までの乳児を持つ家庭に対

して実施されます乳児家庭全戸訪問事業の訪問機会を通

じて、おむつ等の育児用品1万円相当のギフトカードを配

布するものでございます。 

 対象は、令和7年4月2日以降に生まれた子どもとしてお

り、令和5年度の出生数3,573人を踏まえ、令和7年度は
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3,600人分を予算計上しております。 

 議員お尋ねの、配布予定数は今後の出生数について姫路

市として期待する数を踏まえて計上すべきではないかに

ついてでございますが、出生数は、全国的に近年減少の一

途をたどっておりますが、本市としましては、姫路市総合

計画「ふるさと姫路プラン2030」の中の政策、「健やかな

成長を支える子育て環境の充実」の政策の進捗を測る指標

において、出生数の減少傾向の抑制を目標とし、令和7年

度目標値を3,467人と設定しており、配布予定数は適正で

あると考えております。 

今後も、目標値を踏まえつつ、実態を考慮した対象者数

の計上に努めてまいります。 

次に、エのうち姫路市結婚新生活支援補助金事業につき

ましては、新たに婚姻した夫婦を対象に、婚姻に伴う新生

活を経済的に支援することにより、本市における少子化対

策の強化に資することを目的に、令和3年度から実施して

おります。 

また、本事業はこども家庭庁の地域少子化対策重点推進

交付金を活用しており、こども家庭庁は、親族間の住宅売

買や賃貸借契約において補助を受給するための不自然な

契約でないよう留意することとしており、本市におきまし

ては、本事業の実施に当たって、議員ご指摘の2親等以内

の制限を設けているところでございます。 

 一方で、本事業における住宅リフォーム費用に対する補

助につきましては、リフォームを行う住宅の所有者が新婚

夫婦の2親等以内の親族であっても、当該夫婦名義でリフ

ォーム工事を契約し費用を支払っている場合、当該費用に

ついて補助対象とすることができることから、空き家の活

用にも寄与するものと考えております。 

以上でございます。 

◯宮下和也議長 

原田デジタル戦略本部副本部長。 

◯原田 学デジタル戦略本部副本部長（登壇） 

私からは、1項目めの1点目イ及び5項目めのうちデジタ

ル戦略本部所管分についてお答えいたします。 

まず、1項目めの1点目、イ、生活の質を高める「デジタ

ル改革」についてでございますが、姫路市公式ＬＩＮＥは、

令和5年10月のサービス開始以降、メッセージ配信機能だ

けでなく、道路・公園等の不具合の通報・報告機能、災害

時に備えた命のパスポート機能などのほか、昨年9月にサ

ービスが終了したひめじプラスのごみの日通知機能を引

き継ぐなど、順次サービスを拡充してまいりました。 

 しかしながら、議員ご指摘のとおり、市民の皆様への周

知がまだ十分ではないと認識しております。 

 議員ご提案のＡＩチャットボットの活用につきまして

は、市民の皆様のご質問に対し、市公式ＬＩＮＥの機能を

使った解決方法についてもより幅広くご案内できるよう、

ＡＩに学習させるＦＡＱの充実を図ってまいります。 

 このほか、周知方法として、転入者の方には、ごみの日

やイベント情報の通知機能を、子育て世帯の方には子育て

情報の受信や赤ちゃんの駅検索機能を、防災訓練の際には

避難所や災害時の情報発信機能など、対象者やイベントに

合わせた効果的な周知に努めてまいります。 

 今後とも、デジタル技術を活用した取組について市民の

皆様により広くご理解いただき、また、各種サービスを便

利に活用していただけるよう情報発信に努めてまいりま

す。 

 具体的には、広報ひめじにおきまして、市公式ＬＩＮＥ

をはじめ、高齢者や子育て世帯など、様々な分野での本市

のＤＸ施策をまとめた特集を適宜掲載するなど、効果的な

広報・周知を行ってまいります。 

次に、5項目めの子育てサポート推進のため、ひめっこ

手帳からプレミアム商品券等に申込みできる仕組みの導

入が必要ではないかについてでございますが、デジタル戦

略本部ではマイナンバーカードによる認証を基点として、

子育て支援をはじめとした様々な行政サービスをワンス

トップで利用できる仕組みの導入を目指しております。 

 これまでに、マイナンバーカード認証を元に、子ども・

子育て関係の通知を中心に電子通知サービスを導入して

おりますが、令和7年度は、電子通知サービスのデジタル

ＩＤを他のサービスにおいても利用できる共通のデジタ

ルＩＤとして拡張いたします。 

 さらに、このアプリ上で市民ポータルを構築し、デジタ

ルチケットや議員ご提案のデジタル商品券といった給付

サービスを統合的に提供できる環境を整備いたします。 

 今後とも、デジタルの利点を最大限に活用し、市民にと

って分かりやすく利便性の高い仕組みを提供していくと

ともに、広く使っていただくため、健康福祉局や観光経済

局等、関連部局で連携し、様々な対象の方々に合わせた支

援を行ってまいります。 

 以上でございます。 

◯宮下和也議長 
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 三宅農林水産環境局長。 

◯三宅和宏農林水産環境局長（登壇） 

私からは、1項目めの1点目のウ、及び9項目めについて

お答えいたします。 

まず、1項目めの1点目のウ、成長を促す「グリーン改革」

のうち住宅用宅配ボックス設置支援についてでございま

すが、この事業は宅配サービスの利用において不在などを

原因とした再配達が減少することで、配送過程で排出され

る温室効果ガスの削減が期待されることから、市民に対し

宅配ボックスを設置する費用の一部を補助し、ボックスの

普及を図ることで、宅配サービスの利用時に置き配の選択

を促すものでございます。 

補助金の申請手続は、ボックスの購入を決めた段階で交

付申請書を市に提出していただくことから始まります。申

請を受け付けた後、対象となる宅配ボックスが補助要件に

合致している場合には、申請者に交付決定通知をいたしま

す。 

また、実際に補助金を受けるために注意していただく点

といたしましては、宅配ボックスを購入する前に補助申請

書を市に提出いただく必要があること、購入予定のボック

スが市の要件に合致していることが挙げられます。 

 事前に交付申請書の提出が必要であることなど申請手

続についての周知に努めてまいりたいと考えております。 

 令和7年度においては郵送による申請を想定しており、

オンライン手続を導入する予定はございません。今後、全

庁的な行政手続のオンライン化の取組の中で導入を検討

してまいりたいと考えてございます。 

 次に、森林環境譲与税を活用した森林環境整備について

でございますが、現在、市内で市民の方が主体となり里山

林の整備を実施している地域は、安富町皆河をはじめとし

た4地区でございます。これらの地域では、国や県の助成

事業を活用し、不良木の伐採や草刈りなどの里山林の整備

を実施されております。 

 これに加え、今回、本市が新たに森林環境譲与税を活用

した支援事業を創設したことにより、国や県の助成事業を

活用できない小規模な里山林3地区において整備を予定し

ております。 

 次に、公共インフラ施設周辺の森林整備促進についてで

ございますが、立木はその土地を所有する個人の所有であ

ることから、管理責任は土地所有者にあります。 

 しかしながら、枯損木や大径木等の危険木が多い場合は

伐採費用が高額となることから、土地所有者による対応が

困難であるため、周辺住民の生活への影響が懸念されます。 

 今回、公共インフラ施設周辺の森林を対象として、危険

木の伐採などの森林整備に要する費用の一部を支援する

事業を創設することにより、森林所有者の負担軽減と周辺

住民の安全と安心の確保を図ってまいります。 

 なお、助成額は事業費の2分の1とした上で50万円を上限

としていることから、上限額を超える費用につきましては

所有者の負担となります。 

 次に、未整備森林の安全確保に向けた所有者の理解を得

るための手法についてでございますが、管理が不十分な森

林は倒木や土砂災害等の被害を誘発する危険性があるた

め、現在、市のホームページを活用し、市民の皆様へ事業

の周知を図るほか、林野庁などの関係機関が作成するリー

フレットなどを林産振興課に配置するとともに、農林漁業

まつりなどのイベントに来場される方に対し、啓発パネル

を展示しております。引き続き、森林の土砂災害防止機能

を高めるための治山事業や森林整備事業について積極的

に周知してまいります。 

 次に、9項目めの鳥獣害対策の現状とスマート化につい

てお答えいたします。 

 まず、侵入防止柵設置の効果についてでございますが、

農地等への侵入個体数の減少のほか、併せて設置するわな

の捕獲効率の向上が挙げられます。 

 実際に柵を設置した地域から農作物被害が低減された

との報告を受けており、一定の効果があると評価しており

ます。 

 鳥獣によって柵を破られたり、川などで柵が途切れるこ

とによる被害につきましては、地域の方々に柵の管理を徹

底していただいたり、トレイルカメラを設置して鳥獣の侵

入経路や鳥獣の種類を確認することで、効率的にわなを仕

掛けるなどの対策を猟友会と連携して行っております。 

 地域全体で統一した取組といたしましては、議員お示し

のとおり、田畑ごとの侵入防止柵の設置では当該農地は守

れるものの効果が限定的であるため、主に国の補助事業を

活用して地域に必要な資材を一括提供し、地域一体となっ

た設置及び管理に取り組んでいただいております。 

 このほか、鳥獣対策サポーター派遣事業として、希望す

る地域に獣害対策の専門家を派遣し、集落全体で獣害対策

を実施できる人材を育成するなど地域一体となった取組

を支援しており、これらの取組を通じてその効果の検証を
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進めてまいります。 

 次に、鳥獣害対策におけるスマート技術の活用について

でございますが、わな猟の捕獲効率の向上と有害捕獲等事

業の従事者の負担軽減を図るため、わなに装着し遠隔地か

ら作動状態を確認することができるセンサーの購入補助

を令和4年度から実施しております。令和7年1月までの補

助実績は53件となっております。 

 また、県が令和4年度に構築した兵庫県獣害対策ＧＩＳ

を活用して、関係機関と地域が連携して効果的な鳥獣害対

策に取り組むなど、スマート化を推進してまいります。 

 今後におきましても、捕獲、侵入防止、寄せつけないの

3つの方策を基本に、地域の皆様、猟友会及び国・県等の

関係機関と連携して、鳥獣被害の防止に努めてまいります。 

以上でございます。 

◯宮下和也議長 

加藤都市局長。 

◯加藤賢一郎都市局長（登壇） 

 私からは、1項目めの1点目、エ及び2点目のうち都市局

所管部分についてお答えします。 

 まず、1項目めの1点目、エのうち、市内の老朽空き家の

登記状況の変化、空き家対策への影響、相談体制の強化に

ついてでございます。 

 議員お示しのとおり、相続登記の義務化は令和6年4月か

ら開始されており、それ以前に相続した不動産も義務化の

対象となりました。 

 本市に通報のあった老朽空き家につきましては全て現

地を確認するとともに、土地・建物の登記事項証明書を取

得して所有者情報を確認しておりますが、登記状況に大き

な変化は見られません。 

 考えられる理由といたしましては、義務化されてから1

年経過していないこと、猶予期間が設けられていること、

義務の対象が相続により取得したことを知った不動産で

あることから、相続人が不動産を認知できていないことな

どが考えられます。 

 令和6年11月に開催した本市の空家等対策協議会におき

ましても、委員の方から「相続登記の義務化は、現在問題

が発生している空き家に対する即効性がある訳ではない

が、将来の空き家問題の予防につながる。」とのご意見を

いただいており、今後、相続登記の義務化が浸透すること

で所有者の特定が容易になるとともに、空き家の市場流通

が促進されるものと期待しております。 

 また、相談体制の強化につきましては住宅課で相談に随

時対応しているほか、固定資産税の納税通知書に住宅課か

らのお知らせを同封して、相続登記の義務化や無料相談会、

相談窓口の紹介など啓発に取り組んでおります。 

 さらに、住居を空き家にさせないための「あなたとマイ

ホームのためのエンディングノート」では、空き家化の予

防をはじめ、終活支援事業やおくやみガイドを掲載するな

ど、庁内で連携して啓発の強化に取り組んでおります。 

 次に、空き家バンクについてでございますが、本市では

空き家バンクの登録物件の充実を図るため、令和6年4月か

ら市内郊外部の空き家をバンクに登録された所有者に登

録謝礼金をお支払いしております。 

 令和6年度中に物件登録された11件のうち9件が空き家

バンク登録謝礼金制度の対象であったことから、物件の登

録に一定の効果があったものと考えております。 

 また、制度導入後の空き家バンク全体における成約率や

利用者数に大きな変化はございませんが、本市空き家バン

クの成約率は60％と高く、今後、成約数が増加するものと

期待しております。 

 また、空き家バンク登録物件の取得に際し、若者世帯郊

外ＵＪＩターン事業の拡充メニューとして新たな補助制

度を創設することで、若者世帯の郊外部への移住が促進さ

れ、空き家の解消につながることが期待できるものと考え

ております。 

 次に、1項目めの2点目のうち、液状化の危険性が高い地

域の新築住宅を対象とした地盤改良等の補助についてで

ございますが、県内では住宅の液状化対策を支援する制度

を導入している自治体はなく、本市も県内の他都市と同様

に、既存住宅の耐震化促進に優先的に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 液状化対策の支援につきましては、他都市の状況も踏ま

えつつ調査研究を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

◯宮下和也議長 

柳谷危機管理担当理事。 

◯柳谷耕士郎危機管理担当理事（登壇） 

 私からは、1項目めの2点目及び7項目めの2点目のうち、

所管部分についてお答えいたします。 

 まず、1項目めの2点目の液状化についてでございますが、

山崎断層帯地震、また、南海トラフ地震の被害想定結果や

液状化危険度分布を市ホームページに掲載し、市民の皆様
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には液状化リスクを含め、平時から災害発生時の避難方法

や避難経路をご確認いただくよう、周知啓発に努めている

ところでございます。 

 今後、避難経路の確認も含め、市民の皆様の避難行動に

つながるよう、分かりやすい液状化ハザードマップの作成

に向けて取り組んでまいります。 

 次に、トイレトレーラーについてでございますが、平時

には姫路城周辺に配置し、配慮が必要な観光客の方等のト

イレとして活用するほか、大規模イベント等の会場にも配

置し、トイレの混雑緩和を図ってまいります。 

こうしたトイレトレーラーの活用などを通じて、災害時

のトイレの衛生面の重要性や防災意識の普及啓発にもつ

なげてまいります。 

 次に、避難所におけるマイナンバーカードの活用につい

てでございますが、現在、兵庫県において、家屋被害認定

調査・被災者台帳システム管理等業務の県下統一システム

導入に関する実務検討会が進められております。 

間もなく一定の方向性が示される予定であり、その結果

を踏まえ、令和8年度の導入に向けた準備を進めてまいり

ます。 

 なお、議員お示しのマイナンバーカードの保険証機能と

連携した服薬情報の確認などについては、現段階ではそう

した機能を有したシステムは確認できておりませんが、情

報技術の進展状況等を把握しつつ、より効果的・効率的に

被災者情報が集約できるよう、引き続き調査・研究を進め

てまいります。 

 次に、7項目めの2点目についてでございますが、本市に

おける自転車事故の件数については減少傾向にはあるも

のの人身事故件数の約3割を占めており、兵庫県内の他都

市と比較して高い水準にあり、自転車による交通事故がい

まだ多く発生している状況がございます。 

 自転車ヘルメットの着用が努力義務化された令和5年4

月1日以降の本市の交通事故防止対策といたしましては、

着用率の低い高齢者や高校生等を対象として、自転車ヘル

メットの購入助成を実施するとともに、市内警察署や交通

安全協会等とも連携しながら、季節ごとの交通安全運動・

交通事故防止運動や、小中学生や高校生等に対する自転車

安全運転教室を開催するなど、ヘルメット着用意識の高揚

に向け、機会をとらえて、広く市民の皆様への周知・啓発

活動を行ってきているところです。 

 令和6年11月1日に改正道路交通法が施行された際には、

自転車乗車中のながらスマホや酒気帯び運転が罰則の対

象となることを機に、改めて、自転車ヘルメットの着用も

含め、教育委員会等を通して市内の各小中学校、高校、幼

稚園、保育所及びこども園等の教職員や児童・生徒とその

保護者への周知・啓発を図っております。 

 また、兵庫県では、令和7年度から県内の高校生を対象

として、自転車ヘルメットの着用と交通法規順守に向けた

学習及び啓発活動などの取組を生徒が主体となって行う

自転車安全利用モデル校制度を実施予定であり、現在、参

加を希望する市内を含む県下の各高校との調整がなされ

ているものと聞いております。 

 本市といたしましても、このような取組と併せて、教育

委員会や警察など各関係機関等と連携しながら、自転車ヘ

ルメット着用率の向上をはじめとした自転車交通安全対

策の取組をさらに進めてまいります。 

以上でございます。 

◯宮下和也議長 

 澤野市民局長。 

◯澤野 真市民局長（登壇） 

 私からは、1項目めの2点目のうち市民局所管分、及び4

項目めの1点目についてお答えいたします。 

 まず、1項目めの2点目のうち、災害時における市外から

のボランティアについて、スマートフォン等で受付が可能

なシステムの導入についてでございますが、昨年発災しま

した能登半島地震での災害ボランティアセンターの運営

にもアプリが活用されており、情報の一元化やセンター職

員の作業負担の軽減など、ボランティアをしたい方だけで

なく、受入側にもメリットがあると認識しております。 

 本市といたしましては、引き続き、災害ボランティアセ

ンターの運営主体となる姫路市社会福祉協議会と連携し、

他都市の状況を把握しつつ、調査・研究してまいりたいと

考えております。 

 次に、4項目めの1点目についてでございますが、本市で

はインターネット上の個人への誹謗中傷等があった場合

の相談窓口として、法務大臣が委嘱した人権擁護委員によ

る特設人権相談を市役所本庁のほか市内5か所の公共施設

で指定日に開設するほか、姫路市人権啓発センターや人権

啓発課で随時、職員が対応しております。 

その中で解決策について相談があった場合は、総務省所

管の違法・有害情報相談センターなどを紹介しており、ま

た、被害者支援のため、具体的な救済等が必要と判断した
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場合には、人権擁護機関である法務局につなげております。 

このほかにも市民総合相談室で弁護士による法律相談

を開催しており、引き続き、これらの相談窓口の周知に努

めるとともに、今後の相談件数等の状況を踏まえ、関係機

関と相談体制の拡充について検討してまいります。 

 続きまして、特定電気通信による情報の流通によって発

生する権利侵害等への対処に関する法律、いわゆる情報流

通プラットフォーム対処法につきましては、現在、総務省

において、ＳＮＳ等を提供する大規模プラットフォーム事

業者に対し、誹謗中傷等インターネット上の違法・有害情

報への対応の迅速化、運用状況の透明化に係る措置を義務

づけるため、政令のほか、省令・ガイドラインの策定が進

められております。 

 また、県におきましても、国の動向を踏まえ、令和7年

度中に誹謗中傷等の抑止を図る条例の制定が予定されて

おります。 

 現在、本市におきましても、インターネットモニタリン

グを通じて、姫路市における部落差別、市内の在住外国人

に対する差別的表現など、悪質な投稿や書き込みを確認し

た場合、サイト管理者や運営事業者に対し削除要請等の必

要な対応を実施しておりますが、引き続き国や県での運用

状況やプラットフォーム事業者の今後の取組を注視する

とともに、官民による周知啓発活動等により一層推進して

まいります。 

 次に、本市におけるＳＮＳ上でのデマや誹謗中傷への対

応についてでございますが、市職員が公務に関することで

インターネット上における誹謗中傷等の被害を受けた場

合、また、市に対する虚偽情報や誹謗中傷による業務遂行

に影響を及ぼした場合、組織として早急かつ実効性のある

対策を検討し、必要な措置を講じることとしております。 

 具体的には、職員倫理課に相談窓口を設けており、事案

に応じてサイト管理者や運営事業者に対し削除請求等を

実施するほか、被害の重大性を判断した上で、投稿者に対

し刑事告訴や損害賠償請求等を実施することも予定して

おります。 

 今後も職員が安心、安全に業務を遂行できるよう、組織

として対応してまいります。 

 次に、迅速な情報発信とファクトチェックの強化につい

てでございますが、インターネット上の真偽不確かな偽・

誤情報に対抗するためには、情報の真偽を検証するファク

トチェックを推進することが重要であると考えておりま

す。既に一部のプラットフォーム事業者がファクトチェッ

ク機能を付与してＳＮＳを運用しており、こうした運用を

広げるため、国においてファクトチェックを専門とする機

関などによるビジネスモデルの確立等が検討されており

ます。 

 本市といたしましては、これらが今後どのように取り扱

われるのかを注視してまいりたいと考えております。 

 最後に、市民のＳＮＳリテラシー向上策についてでござ

いますが、これまでもインターネットを正しく利用できる

よう、インターネットと人権をテーマとした講演会等の開

催や広報紙への掲載など、啓発活動を進めてまりました。 

 今後も、来月に改定予定の姫路市人権教育と啓発実施計

画に基づき、人権課題の1つであるインターネット上の人

権侵害の防止に向けて関係部局で連携し、教育活動を通し

て、多くの情報の中から適切に取捨選択する力や、他者を

思いやった発信の在り方について児童生徒に伝えるとと

もに、啓発誌や講演会等を通じて、インターネットの正し

い利用に関する啓発活動により一層取り組んでまいりま

す。 

 以上でございます。 

◯宮下和也議長 

大前観光経済局長。 

◯大前 晋観光経済局長（登壇） 

 私からは、1項目めの3点目、2項目め及び5項目めのうち

観光経済局所管部分並びに6項目めについてお答えいたし

ます。 

 まず、1項目めの3点目「くらし」を豊かにする市政でご

ざいますが、議員お尋ねの新たな文化芸術事業につきまし

ては、可能な限り多様なジャンルを取り入れ、「ふれる」

「つくる」「つなぐ」をコンセプトに、誰もが参加・体験

でき、市民みんなで創り上げ、若者が夢を描けるような事

業を、本年9月中旬から11月下旬まで約２か月間にわたり

開催いたします。 

 まず、「ふれる」事業では、鍵盤ハーモニカ等による、

年齢や性別、障害の有無を問わない市民参加型の合奏イベ

ントや、大手前通りのほこみち、大手前通りイルミネーシ

ョン開催時の歩行者天国を活用したストリートダンスや

大道芸、また、書道パフォーマンスの披露や作品展示など

も計画しており、誰もが多彩な文化芸術に触れられる機会

を設けてまいります。 

 次に、「つくる」事業では、イベント名の市民公募や文
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化団体等の協力によるＰＲ動画の作成に加え、期間中に開

催される民間の文化芸術イベントに本事業の冠を付けて

いただき、チラシやＳＮＳ等を通じた一体的なプロモーシ

ョンを行うなど、事業の準備段階から市民とともにつくり

上げ、姫路の秋を彩る中核事業として実施いたします。 

 さらに、「つなぐ」事業では、その分野のプロフェッシ

ョナルと中高生とをつなぐコラボステージや、楽器の演奏

体験を通じて文化芸術への興味を広げる音楽ワークショ

ップなどを予定しております。 

 新たな事業では、市民の皆様に様々な形で参画していた

だき、文化芸術のつくり手と受け手がともに楽しめ、主役

になれる事業を目指すとともに、第2回以降も新たなジャ

ンルを取り入れ、ブラッシュアップを重ねながら、より良

いイベントとなるよう努めてまいります。 

 次に、2項目めの令和7年度予算についてでございますが、

姫路城の縦覧料にかかる令和7年度の年間影響額の試算根

拠につきましては、縦覧料の改定を令和8年3月1日からと

しており、改定の有無による1か月分の縦覧料の差額とし

ております。 

 次に、令和8年度以降の影響額でございますが、改定に

伴う日本人の有料入城者の減少も加味したうえで試算し

ており、令和5年度決算額の約11億2,000万円と比較すると、

10億円程度の増収を見込んでおります。 

 次に、縦覧料改定後においては、姫路市民か否かの確認

方法につきましては、原則マイナンバーカードの活用を考

えており、18歳未満の確認については、明確に18歳未満と

判別できる場合を除き、マイナンバーカードや学生証、パ

スポート等の提示をお願いしたいと考えております。 

 次に、混雑解消を含めた入城時のオペレーションにつき

ましては、大阪・関西万博の開催期間中、日時指定デジタ

ルチケットの試験的導入に伴い、専用の入口を設ける予定

であり、デジタルチケットを購入された方については、指

定された時間での円滑な誘導が図れると考えております。 

 次に、5項目めの、デジタル・ディバイド対策と各種ポ

イント制度やプレミアム付き商品券の在り方についてに

ついてでございますが、令和6年度のプレミアム付き商品

券事業においては、デジタル商品券のみの発行であったた

め、紙タイプも含めた令和5年度との申込者数の比較では、

申込者の延べ人数が約17万3,000人から8万5,000人へと

50%以上減少しております。 

 また、申込者の年代別構成を比較いたしますと、30代か

ら60代の申込者の割合が増加した一方で、20代以下と70

代以上の割合が減少しており、議員ご指摘の通り、特に15

歳以下の構成比は約8％から1.9％へと大幅に減少してお

ります。 

 これは、デジタル商品券の申込方法が、従来から1台の

スマートフォンごとに専用アプリを通じて申し込む方式

を採用しているため、一般的にスマートフォンの所有率が、

他の年代に比べて低い就学前の児童や小学生、中学生世代

の申込みが少なくなっているためと考えております。 

 そのため、令和7年度のプレミアム付き商品券事業では、

新たに子育て応援枠を設けて、プレミアム率を大きくする

とともに、申込方法も、子どもがいる世帯の代表者が、自

身のスマートフォンで、子どもの分も合わせて申し込める

よう計画しており、世代間で実質的な申込機会の違いをな

くしていきたいと考えております。 

 最後に、6項目めのアウェアネスカラーライトアップに

ついてでございますが、姫路城の夜間ライトアップにつき

ましては、姫路城保存活用計画で、「カラー点灯にあたっ

ては、世界遺産であることを踏まえ、公共性・公益性に加

え世界的な規模でのメッセージ性の高い場合に限る活用

を原則とする。」とうたっており、これを基に運用してお

ります。 

 次に、アクリエひめじの夜間ライトアップにつきまして

は、現在、平時においてはウクライナカラーとしておりま

すが、全館利用の催事が開催される際には、主催者の希望

に応じてライトアップを行うとともに、姫路城と連動した

アウェアネスカラーライトアップを行っております。 

 アウェアネスカラーライトアップについては、啓発の実

施団体が関連する市の関連部署を通じて許可申請がなさ

れ、許可する際にライトアップでの啓発活動だけで終わる

のではなく、他の活動も実施するよう働きかけを行ってお

ります。 

 議員ご提案の啓発を求める公共的団体や協賛企業から

の寄付や協賛金については、実施団体が主体的に考えるべ

きものでございますが、今後、関係部署とも連携しながら

受入れにかかる制度を研究したいと考えております。 

 次に、寄附や協賛金を受け入れた事例についてでござい

ますが、令和6年度に実施したアウェアネスカラーライト

アップにおいて受け入れた事例はございませんでした。 

 今後、新たなアウェアネスカラーライトアップの相談が

あった場合、引き続きライトアップだけの啓発活動で終わ
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るのではなく、他の活動も実施するよう、積極的に働きか

けてまいります。 

 以上でございます。 

◯宮下和也議長 

 山本総務局長。 

◯山本 聡総務局長（登壇） 

 私からは、1項目めの4点目、2項目めのうち総務局所管

の部分及び4項目めの2点目について、お答えいたします。 

 まず、1項目めの4点目のうち、庁舎内保育施設について

でございますが、庁内保育施設につきましては、子育て世

代の職員等が安心して勤務できる環境を提供するため、令

和8年4月1日の開園を目途に、令和7年度中に本庁舎北別館

を改修し、整備するもので、対象年齢はゼロ歳児から2歳

児まで、受入人数は6名程度を想定しております。 

 また、施設の運営につきましては、民間事業者から公募

する方向で調整しており、現在、運営方針や募集要項等の

検討を行っているところでございます。 

 次に、男性職員の育休取得日数の減少の分析についてで

ございますが、男性職員の育児休業の取得率は、年々増加

しており、令和7年1月末時点で77.6％となっております。

一方、議員ご指摘のとおり、平均取得日数は、減少傾向に

あり、令和7年1月末時点で57.2日となっております。これ

は、出生日から57日以内に取得することができる育児休業

と、子が満3歳になるまでの間に取得することができる育

児休業のいずれについても、2回に分割して取得すること

ができるようになったことが影響しているものと考えて

おります。 

 次に、多様な支援策の活用状況についてでございますが、

育児の例で申し上げますと、育児短時間勤務制度は、現在

8名の職員が利用しているほか、小学校就学前までの子を

対象に取得できる部分休業は101名、小学校3年生までの子

を対象に取得できる子育て部分休業は27名が今年度新た

に取得するなど、育児休業以外の制度につきましても多く

の職員が利用しております。 

 次に、タレントマネジメントシステムについてでござい

ますが、タレントマネジメントシステムの導入により、職

員の人材情報を一元化・見える化し、人材の育成、最適配

置、職員の意欲・能力の向上に活用することができるもの

と考えております。 

 同システムを有効に活用することにより、職員一人一人

の生産性の向上を図るとともに、組織力の最大化に取り組

んでまいります。 

 スケジュールや運用方針につきましては、令和7年度中

に同システムを導入し、客観的なデータによる人材の最適

配置等の分析が行えるよう、まずは、現在、別々に管理し

ている人材情報を同システムに集約するなど、データの収

集・集約に取り組むこととしております。 

 次に、2項目め、令和7年度予算についてのうち、郵送経

費の削減につきましては、これまでから継続的に取り組ん

でおり、令和6年10月からの郵便料金の値上げを受け、通

知文書等の廃止やデジタル化の検討など、改めて郵送料金

の削減について徹底を図るよう庁内に周知をいたしまし

た。併せて、職員が郵送料金や郵送手続き等を体系的に理

解できるよう庁内イントラネットを刷新し、周知・啓発を

行っております。 

 また、郵送時に最も適当な方法を選択しているかを確認

するため、令和6年度においては、抜き取り確認を7月と2

月に実施し、その結果、より安価な郵送方法に変更できる

事例につきましては、該当の所属に対して指導を行いまし

た。 

 さらには、法令等の規定があるもの等を除き、発出する

必要性が低い通知文書等については、発送の廃止を含めて

検討するよう啓発しており、令和6年度より固定資産税等

の税関係の口座振替済通知を廃止いたしました。 

 議員お示しの、各種イベントや式典等の出欠を二次元バ

ーコードいわゆるＱＲコードを読み込み、インターネット

経由で回答する方法につきましては、郵送料金の削減に加

えて、招待者の利便性向上や職員の事務負担の省力化にも

つながるものと認識しており、今後も、秘匿性の高い情報

に留意し、デジタルディバイド等にも配慮しながら、通知

文書等のデジタル化とともに導入を進めていくよう啓発

してまいります。 

 次に、4項目めの2点目、姫路市公共施設等総合管理計画

と各施設の設備・備品の利活用についてでございますが、

現姫路市公共施設等総合管理計画において、議員お示しの

設備や大型備品の取扱いに関する運用指針は定めており

ませんが、公共施設の統廃合や用途変更等により不用とな

ったものにつきましては、全庁掲示板にて不用品情報を共

有し、他の公共施設で利活用できるようにしております。 

 今後、公共施設のマネジメントに取り組むことにより、

不要となる備品等は増加することが予想されるため、次期

計画の推進に当たっては、各施設とも十分に連携し、引き
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続き、積極的な備品等の利活用に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

◯宮下和也議長 

 久保田教育長。 

◯久保田智子教育長（登壇） 

 私からは、2項目めのうち教育委員会事務局所管分、3

項目めの1点目、2点目及び3点目のうち教育委員会事務局

所管部分、7項目めの2点目のうち教育委員会事務局所管部

分について、お答えいたします。 

 まず、2項目めのうち、旧市場跡地の土地収用法に基づ

く手続の検討についてでございますが、旧市場跡地の用地

取得の状況につきましては、現在、地権者の皆様と順次契

約を進めているところでございます。令和6年度予算につ

きましては、手続上、一部を来年度に繰り越すものの、全

てを執行する見込みでございます。また、その他の土地購

入経費につきましては、令和7年度予算に計上しておりま

す。 

 土地収用につきましては、高等学校施設は土地収用法第

3条に「土地を収用し、又は使用することができる事業」

として掲げられており、制度上対象となる事業でございま

すが、実行するためには事業認定や裁決といった手続が必

要となってまいります。 

 また、協議による任意取得が基本でございますので、旧

市場施設の解体が完了する令和7年9月末を一つの目途と

して、全ての地権者の皆様から合意が得られるよう引き続

き努力してまいります。 

 次に、3項目めの1点目「姫路の学びが、変わる」につい

てでございますが、子どもの学校改革応援プロジェクトに

つきましては、2月27日時点で入金が確認できたものを集

計しますと、インターネット経由でおよそ410万円、現金

振込や企業からの寄附なども合わせますとおよそ685万円

もの寄附をいただいております。多くの方々からご支援を

いただいたことに感謝申し上げます。 

 今年度はモデル事業として小中学校各1校を選定いたし

ましたが、来年度は市立学校から広くアイデアを募集する

予定でございます。このプロジェクトの目的は、児童・生

徒が考える未来型の学習空間を実現し、学校でのウェルビ

ーイング向上を目指すことですので、空き教室のリノベー

ションに限らず、子どもたちが持っている、学校にこんな

空間があったらいいなというアイデアを提案してもらい

たいと考えております。 

 現時点で具体的な審査基準は定めておりませんが、子ど

もたちの思いを大切にしつつ、皆様から応援したいと思っ

ていただけるようなアイデアを選びたいと考えておりま

す。また、アイデアの実現可能性や維持管理の負担の程度

などの観点も必要ではないかと考えております。 

 子どもたちが、自分たちが望む空間で、自分らしく学び、

明日また行きたいと思える魅力ある学校づくりのため、今

後もプロジェクトを継続していきたいと考えております。 

 探究学習に係る幼稚園から市立高校までの連携につき

ましては、以前から推進してきた小中一貫教育をさらに発

展進化させ、幼稚園から小学校、中学校、高校までの学び

を一気通貫型でつなげてまいります。一気通貫型とは、幼

稚園から高校までの学びを、「学び方」と「姫路の"ヒト・

モノ・コト"の利活用」という2つの観点で継続的につなぐ

ことでございます。「学び方」につきましては、個々の知

的好奇心を原動力として、探究のプロセスを繰り返しなが

ら学びを深めていくものでございます。「姫路の"ヒト・モ

ノ・コト"の利活用」につきましては、市街地、農山村、

漁村等、性格の異なる地域を有し、各種産業、有形・無形

文化財等が豊富にそろう本市の強みを生かした素材を起

点とし、学びを深めていくものでございます。 

 人材確保の見通しにつきましては、姫路型探究学習の内

容を理解し、教員研修やカリキュラム作成のサポートがで

きる専門的な知識を有した企画制作業者を選定していく

予定でございます。 

 学習プラットフォームにつきましては、現在、フリース

クール等に通う生徒も含め、在籍している全ての生徒に、

グーグルアカウントを発行しており、メタバース型の学習

プラットフォームへアクセスすることは可能でございま

す。また、在籍している全ての生徒に端末を貸与すること

ができます。端末が貸与されていない生徒がいる状況とい

たしましては、フリースクール等で学ぶという選択により、

貸与について話ができていない場合があると認識してお

ります。 

 今年度、新しい端末に更新されたことや学習プラットフ

ォームへのアクセスが可能になることも含め、改めて学校

を通じて該当の生徒や保護者に対しても丁寧に発信し、必

要とする全ての生徒に端末を提供したいと考えておりま

す。 

 次に、2点目、第3期姫路市教育振興基本計画、姫路市教

育大綱についてでございますが、パブリック・コメントの
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件数及び内容につきましては、令和6年12月20日から本年1

月20日までの約1か月間で実施し、24通50件のご意見をい

ただきました。 

内容としましては、「不登校児童生徒への対応について」

の意見が多くございました。その他、「子どもたちに主体

的で深い学びを促し、「面白い」、「楽しい」と感じる学び

のデザインを進めてほしい。」、「ＩＣＴを「協働的な学び」

のツールとして活用し、子どもたちがともに考え、深め合

うことができるようにしてほしい。」などの意見がござい

ました。 

 姫路市こども計画「ひめじ こども・若者みらいプラン」

との関連性につきましては、姫路市教育振興基本計画は、

教育委員会所管の学校教育や社会教育に関する施策や事

業を計画の対象としております。「ひめじ こども・若者

みらいプラン」は、本市における子ども、若者及び子育て

世帯を対象にした総合的な計画であり、同プランとの整合、

連携を密に図りながら、本年3月に教育振興基本計画を策

定し、推進してまいります。 

 働きがいのある学校園づくりの推進につきまして、現在、

国において検討されておりますのは、年間総授業時間を維

持した中で、学校裁量により、1コマの授業時間を5分短縮

できるというものでございます。 

 今年度、本市で試験的に5分短縮授業を実施した学校の

アンケートによりますと、教職員からは、「これまで以上

に、1分1秒を大切にして授業を進められた。」、「これまで

の授業を見直す良い機会となった。」などの肯定的な回答

が多く、子どもからも、「今までより授業に集中できた。」

など、おおむね高評価でございました。 

 5分短縮した分の授業時間をどのような形で振り替えて

いくかにつきましては、指導方法の工夫や、ＩＣＴ端末の

効果的な活用などと合わせて、子どもにとってよりよい授

業ができるよう研究を進めてまいります。 

 チーム担任制につきましては、複数の教員が1つの学級

に関わることにより、教員の経験年数や専門性、男女比等

のバランスを取る視点からも、よりよい学校づくりにつな

がるものでございます。また、教科担任制は、教員の持ち

コマ数や担当教科数を減らすことができるとともに、児童

に専門性の高い授業を提供できます。 

 これらの制度につきましては、児童にとって有効なだけ

でなく、教員の負担も軽減できるため、引き続き研究を進

め、各学校の実態に応じて、学校が効果的に制度を運用し

ていけるようにしたいと考えております。 

 市立高校教諭の今後と教員未配置問題につきましては、

高校の正規教員は、採用区分や職域が中学校の教員とは異

なるため、中学校の教員として市立高校から異動させたり、

県立高校から採用したりすることはできません。 

 一方、高校の臨時教員につきましては、市立・県立を問

わず、中学校の教員免許状を所有し、任用を希望する場合

には、中学校の教員として採用することが可能であること

から、中学校教員の未配置解消に向けた、人材確保の方策

の一つとして考えております。 

 いじめ問題に関する次年度への申し送りにつきまして

は、まず、配慮を要する児童生徒の情報に関しまして、管

理職や関係教職員間での引継ぎに漏れがないよう、今後も

引き続き、校長会や生徒指導担当者会等で周知を図ってま

いります。 

 また、いじめの再発防止に向けては、いじめ重大事態ガ

イドラインのチェックリストや生徒指導提要等を活用し、

校内研修の充実を図ることで、教職員の危機意識を高め、

指導力の向上に努めてまいります。 

 性暴力に関する対応マニュアルの作成につきましては、

本市において、児童生徒が性に関する正しい知識を身に付

け、適切な行動選択ができるよう、みらいえと連携した思

春期出前授業や、本市作成の性教育指導の手引きを活用し

た計画的な性教育を実践しております。 

 議員お示しの危機対応手引きは、国立研究開発法人の研

究推進事業として採択されたプロジェクトの成果物とし

てまとめられた、非常に優れた手引きであると認識してお

ります。そのため、新たに本市独自の対応マニュアルを作

成するのではなく、性暴力事案が発生した際には、各学校

において本手引きを活用し、心理、福祉の専門家や、警察、

こども家庭センター、医療機関などの関係機関と連携しな

がら、迅速かつ適切に対応を進めていくよう周知してまい

ります。 

 部活動の地域移行とブカツ・サポート・コンソーシアム

につきまして、指導者の要件といたしまして、市が運用す

る指導者バンクに登録し、運営事務局が指定する研修を受

講した者として、技能等の指導のみならず、健全育成や安

全・健康管理面等にも配慮できることにも留意してまいり

ます。 

 姫カツの指導を希望する教職員に対しては、兼職兼業を

認め、地域の指導者と同様に、適正な謝金を支払うことと
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なります。 

 指導者への研修内容につきましては、参加生徒の心身の

健康管理や安全管理、体罰やハラスメントの根絶等も含め、

生徒の様々なニーズに応えながら、健全育成に資する研修

内容を検討してまいります。 

 また、姫カツの地域展開においては、ブカツ・サポート・

コンソーシアムのような部活動地域展開の運営を支援す

る民間企業等との連携も有効であると考えております。引

き続き必要な支援が得られるよう、民間企業とも連携して

まいります。 

 次に、3点目、医療的ケア児への支援体制の整備につい

てでございますが、二次調理の実施につきましては、全市

の小中学校で一律的な運用を行っていく必要があると認

識しており、実施に向けて必要な人員体制や衛生的に調理

を行うための調理場所の確保など、課題解決に向け関係部

署と連携し、検討を進めているところでございます。 

また、令和7年度からの試行的な実施に向けて、ガイド

ラインやマニュアルの作成、必要な調理器具の調達や調理

方法の研修を行い、安全な給食を提供するため、調査研究

を進めているところでございます。 

 次に、7項目めの2点目、自転車ヘルメットの着用の努力

義務化以降の交通事故防止対策についてでございますが、

現在、市立高校では、自転車通学時の着用は義務化はして

おりませんが、今後、これまで進めてきたヘルメット着用

の推奨、安全性の周知に加え、生徒が主体的に進められる

よう、生徒を交えた自転車通学時のヘルメット着用義務化

についての議論を促し、その結果を踏まえて検討してまい

ります。 

 以上でございます。 

◯宮下和也議長 

 加藤総合教育監。 

◯加藤 聡総合教育監（登壇） 

 私からは、3項目めの2点目についてお答えいたします。 

 まず、姫路市教育大綱に対するパブリック・コメントの

件数及び内容についてですが、21通43件のご意見をいただ

きました。 

 主なご意見としては、「教員の負担軽減の推進」や、「「こ

どもまんなか社会」の実現にむけたこども若者の意見尊

重・社会参画」などがありました。いただいたご意見の主

旨を踏まえ本文を修正し、より伝わりやすい文章といたし

ました。 

 次に、姫路市教育大綱と、姫路市第3期教育振興基本計

画、姫路市こども計画との関連性についてでございす。 

 教育大綱は、市の「教育、学術及び文化の振興に関する

総合的な施策」について、その目標や施策の根本となる方

針を定めるものです。 

 一方で、教育振興基本計画及びこども計画は、理念や目

標に加え、施策・事業の詳細な取組内容を示すものであり、

教育大綱の改定にあたっては、それぞれの計画と整合性を

図り、担当部局の間で協議・調整を重ねました。 

 新たな教育大綱における5つの基本方針は、1、多様な学

びを通じて、子どもたちの生きる力を育みます。2、誰ひ

とり取り残されない教育環境を整えます。3、社会全体で

子どもの健やかな成長を支えます。4、誰もがいつまでも

学び、豊かな心身を育む機会を充実します。5、歴史・文

化をたいせつにし、ふるさとを愛する心を醸成します。と

なっています。 

 この新しい教育大綱を羅針盤として、教育振興基本計画

及びこども計画等に基づき、各関係部署が緊密に連携しな

がら、本市のひとづくりに向けた教育施策を総合的に推進

してまいります。 

 以上でございます。 

◯宮下和也議長 

 市民クラブ代表 駒田かすみ議員。 

◯市民クラブ代表 駒田かすみ議員 

それぞれにご答弁ありがとうございました。 

 それでは2点ほど、第2問させていただきます。 

 1点目はメディアリテラシー関係なんですが、これ、デ

ジタル・ディバイド対策についても同様のことが言えると

思うんですが、現時点では、テレビのリモコンにもユーチ

ューブのボタンがついているなど、言ってしまえば既存の

法規制をされていて正しいものと分かるメディアと誰で

も発信ができるネットメディアっていう部分、ここの境界

が非常に分かりにくくなっている。 

 そんな中で、言ってしまえば、玉石混交の中の情報から

正しい一次情報、これをたどり着く方法っていうのが、い

ろいろなところで確立されていないのではないかってい

うような部分があるかと思います。 

これについて、特に学校教育の場面なんかでは、インタ

ーネットに載っているから正しいではなくて、その載って

いる情報の出どころ、いわゆる元々の場所、どういうとこ

ろから調べるべきなのかというような、そういうリテラシ



（070228 駒田議員 未定稿） 

  

- 25 - 

 

ー教育、これまでのメディアリテラシーとかネットリテラ

シーというものは、マナーだとかモラルだとかいうような

精神面っていう部分ではなくて、今後は情報の取捨選択を

するための技術面っていうのが必要になってくるんでは

ないかと思いますが、これについて何か方策があればお答

えください。 

 もう1点、動物愛護に関してソフト面での対応、基金と

は難しいっていうような状況っていうのは分かりました。  

ただ、例えばふるさと納税の中で、返礼品として保護猫

とか保護犬、これに対するワクチン接種とか非妊とか去勢

手術っていうようなメニューとして、返礼品メニューとし

て出していただいて、もしくは里親が決まった際にトリミ

ングをしていただく費用、ふるさと納税の返礼出していた

だいて、その返礼品として使っていただいたときに、この

保護犬とか保護猫がこういう形で幸せになりましたって

いうことをお返しする。それによってふるさと納税ってい

うのも成り立つっていう、そういうソフトウェア対策的な

部分っていうのも可能になってくるのではないかなと思

うんですが、こういう今までにない方策でのソフト対策っ

ていうのをもし考えていただけるようであれば、お示しい

ただきたいと思います。 

以上です。 

◯宮下和也議長 

 久保田教育長。 

◯久保田智子教育長 

情報リテラシーの学校での教育についてのご質問があ

りましたので、少しご紹介させていただきます。 

 今の情報リテラシーの授業でいきますと、議員ご指摘の

ように、どのようなテクニカルな部分を持てるかというの

も重要視しております。 

 先月も外部人材をお招きしまして、小学校での情報リテ

ラシーの授業をしたところです。またそれをオンラインで

つなぎまして、他の学校でもその授業に参加できるように

なりました。 

 具体的にその中で教えたものを少しご紹介させていた

だきますと、まず情報に接したときに立ち止まる、これが

本当かどうかというところから始まります。 

その後、多角的な視点、相手から見えてる視点、他から

見えてる視点などを考えるなどの授業をしまして、モラル

というよりかは、もっと具体的なその情報の接し方を授業

の中で教えているところでございます。 

以上でございます。 

◯宮下和也議長 

 福田政策局長。 

◯福田宏二郎政策局長 

先ほどのふるさと納税の件に関してお答えさせていた

だきます。 

 全国的には、例えばプロジェクト方式で類似の展開をさ

れてるところもございますので、関係部局であるとかサー

ビスの提供側との調整もございますけれども、教育委員会

がやられたガバメントクラウドファンディングも大変参

考になっておりますので、それを参考にして、新しい取組、

研究したいと思います。 

以上でございます。 

○宮下和也議長 

 代表者の質疑は終わりました。 

関連質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○宮下和議長  

 以上で、市民クラブ代表質疑を終了します。 


